
第３次久喜市男女共同参画行動計画　令和７年度実施計画推進状況及び男女共同参画への配慮に関する調査

目指す姿Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

施策の柱Ⅰ－１　多様性を認め合う人権擁護の推進

★施策の方向　　①人権尊重意識の啓発

A B C
対応
策

評
価

その理由

人権推進
課

・人権啓発事業の実施や、平和と
人権及び男女共同参画に関するパ
ネル展示などを行う。
・広報くきや市ホームページに人権
に関する記事を掲載し、啓発を行
う。

有

・久喜市「人間尊重・平和の日」を11月
8日（土）　久喜総合文化会館で開催し
た。

・人権啓発活動を実施した。
①8月1日（金）　久喜駅
②8月19日（火）　モラージュ菖蒲
③12月4日（木）　栗橋駅
④12月9日（火）　アリオ鷲宮

・広報くきの人権コーナー及びホーム
ページを活用して様々な人権問題の解
消に向けて啓発活動を実施した。

◎ ◎ ◎ ◎

各事業に、市内小中学
校の児童生徒、各種団
体などから男女の偏りな
く参加が得られ、世代間
交流及び幅広い年代層
に人権意識の高揚を図
ることができた。

 

生涯学習
課

・市民大学や高齢者大学におい
て、人権に関する様々な講座を実
施し、人権意識の高揚を図る。

【目標】市民
大学・高齢
者大学の参
加率80％
以上
【現状】参加
率76.3％
（R6実績） 有

市民大学1学年において「男女共同参
画による社会づくり」「人権意識の高揚
する社会づくり」の講座を実施した。
【成果】参加率：男女共同参画による
社会づくり　81.3%、人権意識の高揚す
る社会づくり 75％
【評価】○

高齢者大学１学年において「様々な人
権について考えよう」、３学年において
「女性の人権」の講座を実施した。
【成果】参加率：様々な人権について考
えよう：93.2%、女性の人権：94.6%
【評価】○

◎ ◎ ◎ 〇

講座を通して、男女共同
参画について学習し、男
女平等、人権意識の高
揚を図ることができた。

取組み
NO

取組み名 取組み内容

11101 人権意識の高
揚

・個人の尊厳と男女平等をはじめと
した人権意識の高揚を図り、互いの
人権と多様な価値観を尊重するこ
との重要性について啓発を行う。

所管課

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
令和７年度実施計画

令和７年度
目標値

Ａ

Ｂ

共同参画意識の啓発につながった

男女共同参画への配慮

事業の企画実施にあたり男女それぞれの意見を聞いた

男女それぞれにとって利用・参加しやすいように配慮した

Ｃ
性別による固定的な役割分担意識の解消など男女

◎

○
どちらかというとできなかった・事業の

対象や手法の見直しが必要である

評価基準

十分にできた・十分な成果をあげた

できた・ある程度の成果をあげた

△
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★施策の方向　　①人権尊重意識の啓発

A B C
対応
策

評
価

その理由

11102 人権週間など
における啓発
活動の推進

・人権週間（１２/４～１２/１０）など
の機会を捉え、個人の尊厳と男女
平等を基礎とした人権の尊重につ
いての啓発活動を行う。

人権推進
課

・人権週間（12/4～12/10）に市
内小中学校児童生徒が作成した人
権標語を活用して啓発を行う。
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間
（12/10～12/16）に市内公共施
設で拉致被害者写真展を開催す
る。
・広報くきにおいて、様々な人権問
題をテーマに情報を掲載し、広く市
民等へ啓発する。 有

・市内４地区において平和の絵画展を
開催した。
①12月4日～12月10日
久喜中央コミュニティセンター
②12月4日～12月11日
菖蒲文化会館（アミーゴ）
③12月1日～12月12日
栗橋行政センター
④12月4日～12月10日
桜田コミュニティセンター
・久喜中央コミュニティセンターにおい
て、拉致被害者写真展を開催した。
12月11日～12月16日
・広報くきの人権コーナーにおいて、毎
月様々な人権問題をテーマに情報を
掲載し、広く市民等へ啓発した。

◎ ◎ ◎ ◎

市内４地区における平和
の絵画展、広報くきにお
ける人権問題等の掲載
により、人権意識の高揚
を図ることが出来た。平
和の絵画展や拉致被害
者写真展は多くの市民
が利用する施設におい
て開催し、多くの人へ人
権尊重の重要性を伝え
ることができた。

11103 生命を尊重す
る教育の推進

・道徳や総合的な学習の時間など
を通して、生命を尊重する教育を推
進する。

指導課 ・道徳や総合的な学習の時間にお
いて、生命の尊さに関する教材を取
り上げ、生命を尊重する教育を推進
する。 有

各小・中学校において、道徳（年間で３
５時間以上実施、小１は３４時間以上
実施）及び総合的な学習の時間（年間
で５０時間以上実施）実施した。その中
で、生命に関する教材を取り上げ、生
命を尊重する学習及び体験的な学習
を実施した。

◎ ◎ ◎ ◎

道徳や総合的な学習の
時間を中心に、生命に
関して考える時間を設け
たり、体験活動を実施し
たりすることができた。

令和７年度評価

実
施

実施状況の概要
男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

11104 性の多様性を
尊重した啓発
活動の実施

・多様な性のあり方を尊重し、性的
少数者に対する差別や偏見をなく
すため、様々な情報を広く周知し啓
発活動の推進を図る。

人権推進
課

・８月の人権尊重社会をめざす県
民運動強調月間に合わせて、市立
図書館で関連図書を掲示する。
・性の多様性に関する交流会とし
て、にじいろひろばを実施する。
・性の多様性の啓発のためにじいろ
市民講演会を実施する。

有

・にじいろ特命大使に選書を依頼し、
「人権尊重社会を目指す県民運動強
調月間」に合わせて市立図書館４館に
おいて性の多様性に関する図書の掲
示を行った。
・性的少数者の当事者である、「にじい
ろ特命大使」に協力を依頼し、性的少
数者の当事者や関心のある市民との
交流会「にじいろひろば」を5回開催し
た。
・令和7年度久喜市にじいろ市民講演
会を開催し、多様な性への啓発を図っ
た。
開催日時：1月17日（土）13：30～15：
00
会場：久喜総合文化会館　広域文化
展示室
参加者：27人
・埼玉県が実施する「にじいろ県民相談
（埼玉県性的マイノリティ県民相談）」や
「埼玉県性の多様性を尊重した社会づ
くり条例」などについて、チラシの配架
や、市ホームページへの掲載により、市
民に周知して性の多様性の理解促進
を図った。

◎ ◎ ◎ ◎

性的少数者の当事者の
協力のもと年間を通じて
様々な啓発活動を実施
することにより、性の多様
性について市民へ正しい
知識と理解を図ることが
できた。

令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況
取組み

NO
取組み名 取組み内容 所管課
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★施策の方向　　②人権擁護活動の推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

11201 人権・女性相
談事業の充実

・日常生活における様々な困りごと
や悩みごとについて相談しやすい環
境整備を進めるため、「人権・女性
相談」を本庁及び各総合支所で実
施する。
・相談員の相談研修への参加を促
進するなど相談事業の充実を図
る。

人権推進
課

・「人権相談・女性相談」を各地区
で実施する。
本庁　毎月１０日
　１３時１５分～１６時１５分
菖蒲　毎月第３水曜日
　１３時３０分～１５時３０分
栗橋　毎月第３木曜日
　１３時３０分～１５時３０分
鷲宮　毎月第４月曜日
　９時３０分～１１時３０分
・相談員研修を実施し、相談員の
資質向上を図ることにより相談事業
の充実を図る。

有

【R7人権相談件数】
久喜地区 相談件数 ２２件 うち女性 １
３件
菖蒲地区 相談件数 ４件 うち女性 ３
件
栗橋地区 相談件数 ４件 うち女性 ３
件
鷲宮地区 相談件数 ４件 うち女性 ２
件
   合計　相談件数 ３４件 うち女性 ２１
件

・久喜市人権擁護相談所員研修会に
ついては、相談所員の都合により次年
度に開催することとした。

◎ ◎ ◎ ◎

チラシの配架やポスター
の掲示など、人権相談・
女性相談の周知を図っ
たことで、相談しやすい
環境を整えたことや、女
性の相談者が利用しや
すいように、相談員の男
女の割合を配慮したこと
で、女性の相談者が全
体の半数以上を占めて
いることから、十分に成
果をあげた。

11202 女性の悩み(カ
ウ ンセ リン グ )
相談事業の充
実

・配偶者等からの暴力に関するこ
と、夫婦や家族に関することなど、
女性の日常生活における様々な悩
みや困りごとに関する相談に応じる
ため、カウンセラーによる女性の悩
み（カウンセリング）相談を実施す
る。
★令和９年度目標　女性の悩み相
談利用率100％

人権推進
課

・女性の悩み（カウンセリング）相談
事業を実施する。
毎月第１・第３金曜日　１０時～１5
時または１1時～１6時
特設相談（６月８日、１１月２３日）

【目標】利用
率80％
【現状R6】
利用率
69.2％
【方法】
庁内の相談
部署と連携
及びSNSを
活用し周知
を行うこと
で、積極的
な利用を促
進する。

有

・女性の悩み(カウンセリング)相談(年
間120枠)
毎月第1金曜日10時～15時
毎月第3金曜日 11時～16時
特設相談　6月8日（日）、11月23日
（日）
　　　　　　　10時～15時
相談件数:  82件　利用率  78．8％
予約件数:118件　予約率:113．5％
キャンセル率：30．5％
・男性の相談希望者には、WithYouさい
たまが実施する「男性のための電話相
談」を案内した。
【成果】　利用率78．8％
【評価】　△

◎ ◎ ◎ 〇

市SNSなどで情報発信を
行い、予約率が昨年比
6．8％増加した。利用率
目標値は達成できな
かったが、昨年度比
9.6％増となった。
また、悩みを抱える女性
と接する機会の多い保
健センター及びこども家
庭保健課にチラシの配
架を依頼し、利用促進に
向け、関係部署との連
携を図ることができた。

令和７年度
目標値

令和７年度実施計画
取組み

NO
取組み内容取組み名 所管課

令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

令和７年度実施推進状況
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施策の柱Ⅰ－２　男女共同参画推進のための啓発活動と男女平等教育の充実

★施策の方向　　①あらゆる機会を活用した啓発活動の充実・情報提供の推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

12101 男女共同参画
推進月間等に
おける啓発事
業の実施

・男女共同参画社会実現の推進を
図るため、男女共同参画推進月間
等の機会を通して、啓発事業を重
点的に行う。
★令和９年度目標

男女共同参画社会の認知度
100％

人権推進
課

・6月の男女共同参画推進月間に
合わせ、市立図書館において男女
共同参画やジェンダー平等の関連
図書を掲示する。
・男女共同参画1日体験ツアーを
実施し、男女共同参画について啓
発を行う。
・女と男いきいきネットワーク久喜と
共催で「ひとと人のつどい」を実施
し、市内で活動する女性団体の紹
介と市民への啓発を行う。

有

・6月の男女共同参画推進月間に合わ
せ、市立図書館４館において男女共同
参画やジェンダー平等の関連図書を掲
示した。
・市ホームページにネットワーク久喜の
会報、団体活動記事を掲載した。
・男女共同参画１日体験学習バスツ
アーを実施し、男女共同参画について
啓発を行った。【No.12107参照】
・令和7年度ひとと人のつどいを久喜中
央コミュニティセンターにて6月28日に
実施した。女と男いきいきネットワーク久
喜構成団体による活動展示・発表、物
品販売や男女共同参画をテーマとした
作品展示を開催し来場者に団体の活
動や男女共同参画について情報提供
を行った。

◎ ◎ ◎ ◎

1日体験バスツアーで
は、バス内での男女共
同参画ミニ講座を実施
するなど男女共同参画
推進月間における重点
的な活動を行うことにより
参加した市民の意識の
向上を図ることができ
た。

12102 ジ ェ ン ダー平
等 の 視 点 に
立った各種情
報や学習機会
の提供

・固定的性別役割分担意識の解消
やジェンダー平等の視点に立った
意識の定着化を図るため、市ホー
ムページへの掲載などにより各種情
報や学習機会を提供する。

人権推進
課

・情報紙「そよかぜ」や、男女共同
参画ミニ白書を作成し、配布すると
ともに、イベントでの掲示や、市ホー
ムページに掲載するなどして情報
提供を行う。
・6月の男女共同参画推進月間に
合わせ、市立図書館において男女
共同参画やジェンダー平等の関連
図書を掲示する。【取組み
No.12101】

有

・情報紙「そよかぜ」を発行した。
　【No.12104参照】
・男女共同参画に関する調査結果およ
び関連データを収集・整理し、「久喜市
男女共同参画ミニ白書（令和7年度
版）」を発行した。
　発行月：3月
　方法：公共施設への配架、ホーム
ページへの掲載、ひとと人のつどい内で
の展示
・女と男いきいきネットワーク久喜と共催
で6月28日にひとと人のつどいを開催。
イベント内で女性団体の活動紹介展示
を行った。

◎ ◎ ◎ ◎

ジェンダーバイアス（固
定的役割分担意識）の
解消や、社会的性別
（ジェンダー）の視点に
立った意識の定着化に
つながる学習機会の提
供や市内で活躍する女
性団体の情報提供がで
きた。

取組み
NO

取組み名 取組み内容
男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

令和７年度評価

実施状況の概要
所管課 令和７年度実施計画

令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況

実
施
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★施策の方向　　①あらゆる機会を活用した啓発活動の充実・情報提供の推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

人権推進
課

・地域で男女共同参画社会の実現
を目指して活動している団体に委
託し、男女共同参画意識を育む講
座等を実施する。
・各種講座や事業において、男女
共同参画に関する啓発ビデオを上
映するなど内容の充実を図る。

有

《共生セミナー》
○アートを楽しもう！
実施日：11月22日（土）
　 場所：桜田コミュニティセンター集会
室、会議室1・2
　 参加者数：50名
　 企画運営：久喜おやこげきじょう

○たんぽぽのクリスマスパーティー
　 実施日：12月21日（日）
　 場所：クッキープラザ3階
　 参加者数：25名
　 企画運営：特定非営利活動法人子
育てステーションたんぽぽ

◎ ◎ ◎ ◎

男女共同参画社会の実
現を目指して活動してい
る団体と市との協働によ
りセミナーや講演会等を
開催することにより、男女
共同参画の推進が図ら
れた。

生涯学習
課

・市民大学講座「男女共同参画に
よる社会づくり」の実施。
・高齢者大学講座「女性の人権」の
実施。

有

・市民大学1学年において「男女共同
参画による社会づくり」の講座を実施し
た。
参加率：81.3％

・高齢者大学３学年において「女性の
人権」の講座を実施した。
参加率：94.6%

◎ ◎ ◎ 〇

講座を通して、男女共同
参画について学習し、男
女平等、人権意識の高
揚を図ることができた。

12104 情報紙や広報
紙等による男
女共同参画に
関する情報の
提供

・情報紙そよかぜや広報紙、市
ホームページなど様々な広報媒体
を活用するとともに、各年代に合わ
せた男女共同参画に関する様々な
情報の提供を行う。
・庁内ネットワークを活用し、市職員
に対して男女共同参画に関する情
報を提供する。

人権推進
課

・市民ボランティア編集員と協働
で、男女共同参画情報紙「そよか
ぜ」を作成し、公共施設等への配
架や市ホームページに掲載する。
・「そよかぜ」インターネット版を作成
し、市ホームページに掲載する。
・庁内掲示板を活用し、男女共同
参画情報やパンフレット・チラシ等を
情報提供する。

有

・市民ボランティア編集員との協働によ
り、情報紙「そよかぜ」第16号発行
　3月発行　第16号を公共施設・商業
施設に配架、市ホームページに掲載
　テーマ：「女性の活躍」
　3月インターネット版第11号を市ホー
ムページに掲載
・広報くき、市ホームページに男女共同
参画に関する情報等を適宜掲載
・職員対象に情報配信
　庁内掲示板にて配信（男女共同参画
人材リストの活用等）

◎ ◎ ◎ ◎

男女4名（男性2名、女
性2名）の市民ボランティ
ア編集員との協働によ
り、男女共同参画情報
紙「そよかぜ」を作成し、
公共施設や商業施設に
配架し、市ホームページ
に掲載することで、各年
代の市民を対象に男女
共同参画に関する様々
な情報の提供を行った。

12105 市民参加によ
る男女共同参
画情報紙の作
成

・市民との協働により男女共同参画
情報紙を作成する。

人権推進
課

・市民ボランティア編集員と協働
で、男女共同参画情報紙「そよか
ぜ」を作成し、公共施設等への配
架や市ホームページに掲載する。

有

・市民ボランティア編集員との協働によ
り、情報紙「そよかぜ」第16号発行
　3月発行　第16号を公共施設・商業
施設に配架、市ホームページに掲載
　テーマ：「女性の活躍」
　3月インターネット版第11号を市ホー
ムページに掲載 ◎ ◎ ◎ ◎

男女4名（男性2名、女
性2名）の市民ボランティ
ア編集員との協働によ
り、男女共同参画情報
紙「そよかぜ」を作成し、
公共施設や商業施設に
配架し、市ホームページ
に掲載することで、各年
代の市民を対象に男女
共同参画に関する様々
な情報の提供を行った。

令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

12103

取組み
NO

取組み名 取組み内容

男女平等意識
や男女共同参
画意識を育む
講座等の開催

・男女平等意識や男女共同参画意
識を育むような各種講座・講演会を
開催する。
・参加型講座の設定や啓発ビデオ
の上映など講座内容の充実を図
る。

所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況
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★施策の方向　　①あらゆる機会を活用した啓発活動の充実・情報提供の推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

12106 男女共同参画
ミニ白書の作
成

・市の男女共同参画に関する現状
を総括的に把握するため、多角的
な視点から男女共同参画の現状を
まとめたミニ白書を作成する。

人権推進
課

・男女共同参画ミニ白書を作成し、
市ホームページへ掲載するととも
に、市内公共施設への配架や各種
啓発事業で配布する。

有

・男女共同参画に関する調査結果およ
び関連データを収集、整理し、「久喜市
男女共同参画ミニ白書（令和7年度
版）」を作成した。

◎ ◎ ◎ ◎

グラフやイラストを多用し
て幅広い年齢層が手に
取りやすいミニ白書を作
成できた。イベントでの掲
示やホームページで広く
周知することで男女共同
参画の意識啓発を図っ
た。

生涯学習
課

・公民館事業を運営する立場であ
る、公民館事業運営委員を対象に
「人権講座」を実施し、各種公民館
事業においても、男女平等の視点
を取り入れていく。

【目標】20
人以上の研
修参加
【方法】早期
の周知によ
り参加者増
加を図る

有

埼玉県教育局人権教育課の方を講師
に迎え、各地区公民館事業運営員が
グループワークをしながら人権について
学んでいただき、来年度以降の事業計
画に反映していただく。
【成果】公民館事業運営委員「人権研
修」参加者数24名
【評価】◎

◎ ◎ ◎ ◎

参加者の年齢も性別も
バラバラであるが、各班
ごとにグループワークを
行い、各々の意見を交
えて、人権について学ん
でいただけた。参加人
数：２４名

◎ ◎ ◎ ◎

１日体験学習バスツ
アー、市民大学、高齢
者大学において、男女
共同参画の視点に立っ
た講座を開催できた。

人権推進
課

・１日体験学習ツアーやWithYouさ
いたま体験学習ツアー、共生セミ
ナーなどにおいて、男女共同参画
に関する講座を実施する。

有

・１日体験学習バスツアー
　開催日：6月12日（木）
　見学先：①熊谷市立荻野吟子記念
館　②さきたま古墳公園
　参加者数：26名参加（女性20名、男
性6名）

・市民大学
　講座「男女共同参画による社会づく
り」
  開催日：1月16日(金)
　参加者数：参加者13人（男性11名、
女性2名）

・高齢者大学
　講座「女性の人権」
　開催日：1月9日（金）
　参加者数：33名（男性8名、女性25
名）

・WithYouさいたま体験学習ツアー
　開催日：2月7日（土）
　参加者数：15名（女性14名、男性1
名）

所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

12107 男女共同参画
の視点に立っ
た講座の開催

・各種学習機会の中で、男女平等
の視点を取り入れた講座や、男女
共同参画の視点に立った講座を開
催する。

取組み
NO

取組み名 取組み内容
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★施策の方向　　①あらゆる機会を活用した啓発活動の充実・情報提供の推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

12108 男女共同参画
を身近に学べ
る機会の提供

・地域の実情に合わせて男女共同
参画に関する理解や認識を深めら
れるよう、市民を対象とした体験学
習や施設見学を実施する。
・セミナー委託事業や各学習会に
おいて、市の男女共同参画の取組
みを短時間で紹介するワンポイント
講座を開催する。

人権推進
課

・男女共同参画１日体験ツアー及
びWithYouさいたま１日体験学習ツ
アーを実施する。
・男女共同参画１日体験ツアーなど
でワンポイント講座を実施する。

有

・１日体験学習バスツアー
　【No.12107参照】

・市民大学
　講座「男女共同参画による社会づく
り」
　【No.12107参照】

・高齢者大学
　講座「女性の人権」
　【No.12107参照】

・WithYouさいたま体験学習ツアー
　【No.12107参照】

◎ ◎ ◎ ◎

１日体験学習バスツ
アー、市民大学、高齢
者大学において、男女
共同参画の視点に立っ
た講座を開催できた。

12109 メディア・リテラ
シーの向上に
つながる啓発
活動の推進

・メディアが送り出す男女の固定的
なイメージの情報や、女性の性的
側面の強い表現などを、無批判に
受け入れるだけでなく、それら情報
を主体的に読み解き、選択し、使い
こなす力（メディア・リテラシー）を身
につけるための啓発活動を行う。

人権推進
課

・市ホームページに埼玉県発行の
「男女共同参画の視点から考える
表現ガイド」を掲載し、啓発する。

有

市ホームページに埼玉県発行の「男女
共同参画の視点から考える表現ガイド」
を掲載する。

◎ ◎ ◎ 〇

ジェンダーにとらわれな
い表現について、啓発が
図れた。

12110 男女共同参画
関連図書等の
整備及び各種
情報の提供

・様々な男女共同参画関連図書や
資料を選書・収集し、広く市民に情
報提供を行う。
・リクエストサービスや他自治体図
書館から資料の取り寄せを行い市
民の要望に応える。

生涯学習
課

・図書館の利用者が求める資料の
購入に努め、蔵書の充実を図る。
・幅広い資料を提供するため、類縁
機関や埼玉県内の公立図書館と
連携し、迅速に対応する。 有

利用者が求める資料の購入に努め、蔵
書の充実を図った。（久喜市立図書館
の人口１人当たりの蔵書数3.23点　※
埼玉県推計人口、3月1日現在で算
出）
また、幅広く資料を提供するため、類縁
機関や埼玉県内の公立図書館と連携
し、迅速に対応した。

◎ ◎ ◎ ◎

利用者の希望に基づき
図書館の資料の充実を
図り、市民に広く情報提
供することができた。

12111 若年層向け啓
発活動の実施

・男女平等感の形成や男女共同参
画意識の定着化を図るため、若年
層向けの啓発チラシやパンフレット
を配布する。

人権推進
課

・若年層を対象としたデートDVなど
のチラシやパンフレットを、市のイベ
ント等で配布する。

有

・青少年を対象としたデートDV防止など
のチラシやパンフレットを庁舎1階ロビー
及び各行政センター窓口に配架した。

・成人式でデートDV啓発カードを新成
人へ配布した。

・すずのき病院にＤＶ相談啓発カードを
配架した。

◎ ◎ ◎ ◎

青少年を対象としたデー
トＤＶなどのチラシやパン
フレット、啓発カードを公
共施設、商業施設に配
架できた。
また、青年が集まるイベ
ントである成人式で啓発
カードを配布することがで
きた。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要
男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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★施策の方向　　②男女共同参画を推進する団体等との協働体制の推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

12201 「女(ひと)と男
(ひと)いきいき
ネットワーク久
喜」の活動支
援

・男女共同参画を推進する組織で
ある「女（ひと）と男（ひと）いきいき
ネットワーク久喜」の団体間交流や
連携が円滑に行えるよう、活動を支
援する。

人権推進
課

・「ひとと人のつどい」の共催や、女と
男いきいきネットワーク久喜の関連
記事の市ホームページ掲載などに
より、活動の周知と併せて団体の支
援を行う。

有

・令和7年度ひとと人のつどいを実施し
た。【No.12101参照】
・10月27日に久喜市いきいき女性議
会を開催した。
・広報くき6月号に女と男いきいきネット
ワーク久喜会員募集記事を掲載した。
・市ホームページに活動を紹介した記
事を掲載した。

◎ ◎ ◎ ◎

女(ひと)と男(ひと)いきい
きネットワーク久喜との協
働により共催事業を実施
し、男女共同参画を推
進する活動の支援を
行った。

12202 活動団体の支
援とPRの強化

・男女共同推進月間に「女(ひと)と
男(ひと)いきいきネットワーク久喜」と
の共催による事業を開催し、団体
活動の展示・発表の場を設け、活
動団体の支援とＰＲを行う。

人権推進
課

・女と男いきいきネットワーク久喜と
の共催により、「ひとと人のつどい」を
開催する。
・共催事業や共生セミナー委託事
業を実施することにより、男女共同
参画を推進する市内団体の活動支
援とPRを行う。
・市ホームページに女と男いきいき
ネットワーク久喜の活動記事や参加
団体募集記事を掲載し、団体の活
性化を図る。

有

・令和7年度ひとと人のつどいを実施し
た。【No.12101参照】
・10月27日に久喜市いきいき女性議
会を開催した。
・共生セミナー委託事業を実施すること
により、男女共同参画を推進する団体
の支援と事業広報の支援を行った。
・市ホームページに会報、団体活動記
事を掲載した。

◎ ◎ ◎ ◎

女(ひと)と男(ひと)いきい
きネットワーク久喜加入
団体をはじめとする市民
団体との協働により各事
業を実施し、活動団体の
支援を行った。

12203 活動団体への
活動拠点の提
供

・ふれあいセンター久喜の利用団
体として登録している女性団体に対
し、活動の拠点（女性団体活動支
援事業室）を提供する。

社会福祉
課

・女性団体活動支援事業室を整備
し、市内の利用登録女性団体の活
動拠点として場の提供を行う。 有

女性団体活動支援事業室が整備さ
れ、５団体の市民団体が登録をされ活
動をしている。 〇 〇 〇 〇

登録団体の活動拠点と
して利用されている。

12204 セミナー・講演
会等委託事業

・男女共同参画に関するセミナー、
講演会等の企画・運営・報告まで
行う団体等を公募し、委託により事
業を実施する。

人権推進
課

・地域で男女共同参画社会の実現
を目指して自主的に活動している
市民団体に委託し、男女共同参画
意識を育む講座等を実施する。

有

・共生セミナーを実施した。【No.12103
参照】

◎ ◎ ◎ ◎

・男女共同参画社会の
実現を目指して活動して
いる団体と市との協働に
よりセミナーや講演会等
を開催することにより、男
女共同参画の推進が図
られた。

取組み
NO

取組み名 取組み内容

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

★施策の方向の達成度
実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮令和７年度
目標値

令和７年度実施計画所管課
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★施策の方向　　➂男女共同参画の視点に立った男女平等教育の推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

保育幼稚
園課

・園児の呼名やグループ編成、保
護者欄の記入などにおいて、男女
平等に配慮する。 有

園児の呼名や日常の言葉遣いへの配
慮、男女混合名簿の使用など男女平
等の推進を図った。

◎ ◎ ◎ ◎

日常的な取組みにより、
男女平等教育の推進が
図られた。

指導課 ・男女混合名簿使用の定着を図り、
教育活動全般において、男女共同
参画の視点に立った指導を実践す
る。

有

男女平等の視点に立ち、男女混合名
簿の作成、呼称、言葉遣いなどに加
え、中学校の制服については、選択で
きるようにした。

◎ ◎ ◎ ◎

人権尊重の視点から、
男女平等教育が推進す
ることができた。

保育幼稚
園課

・子どもの発達の姿や内面を理解
し、一人ひとりの個性を尊重した生
活指導を実施する。

有

各保育所・幼稚園において、保育方
針・教育方針に基づき、一人ひとりの個
性を生かす生活指導を実施した。

◎ ◎ ◎ ◎

児童の一人ひとりの個性
の育成が図られた。

指導課 ・役割分担等、性差の意識を排除
し、個の能力に応じ適切な指導を
実践する。

有

人権尊重に基づき、運動会（体育祭）
や修学旅行などの様々な学校行事、
課外活動、進路指導、生活指導などに
おいて、一人ひとりの個性を生かし、一
人ひとりが輝けるよう指導した。

◎ ◎ ◎ ◎

児童生徒が活躍できる
場を用意し、指導でき
た。

保育幼稚
園課

・職員会議等において、保育の中で
起こる事例（子どもへの接し方、言
動等）を取り上げて話し合いを行
い、男女平等に関する意識啓発を
行う。

有

各保育所・幼稚園において、園だより等
で子育てを両親で行うことの重要性を
伝えることや園行事等の際に父親も参
加しやすい環境を整備することで男女
平等や男女共同参画についての啓発
を行った。

◎ ◎ ◎ ◎

男女平等や男女共同参
画について保護者に対
する意識啓発の充実が
図られた。

指導課 ・服務出前研修を実施し、学校現
場における男女共同参画の必要性
を伝える。 有

31校実施　実施校100％
8月～9月に研修を実施
（26校・指導者：指導主事、5校・指導
者：管理職）

◎ ◎ ◎ ◎

市内全校にて研修を実
施することができた。

教職員などに
対する男女共
同参画に関す
る意識啓発の
実施

12302 一人ひとりの個
性を活かす生
活指導等の実
施

取組み
NO

取組み内容取組み名

・人権尊重に基づき、様々な学校
行事、課外活動、進路指導、生活
指導などにおいて、一人ひとりの個
性を活かす指導を実施する。

12301 人権尊重及び
男女共同参画
の視点に立っ
た男女平等教
育の推進

・男女平等の視点に立って、園児
や児童生徒の班編成、学用品の選
定、日常の言葉遣い、運動種目、
保護者欄の記入などについて見直
しを行う。
・各種名簿等への男女混合名簿の
使用を拡大し、人権尊重及び男女
共同参画の視点に立った男女平等
教育の推進を図る。

・教職員や保育士に対し、男女平
等や男女共同参画に関する意識
啓発を行うとともに、研修の充実を
図る。

12303

令和７年度
目標値

令和７年度実施計画所管課

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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★施策の方向　　➂男女共同参画の視点に立った男女平等教育の推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

指導課 ・学校だよりや道徳通信等、学校
ホームページ等を活用した情報発
信により、適切な指導に取り組める
よう支援する。また、適宜オンライン
等も活用し、意識啓発の機会を充
実させる。

有

年に3回程度実施される保護者会や学
習参観、土曜授業等の公開授業、学
校ホームページ等を通して、男女平等
や家族の絆の大切さ等について啓発を
行った。

◎ ◎ ◎ ◎

保護者に対しても意識
啓発を行うことができた。

生涯学習
課

・家庭教育学級や子育て講座の実
施を通して、男女平等、家族の大
切さについて啓発を図る。

【目標】家庭
教育学級：
20学級、子
育て講座：
21校
【現状】家庭
教育学級：
16学級、子
育て講座：
21校
（R6実績）

有

ＰＴＡ活動が保護者同士の交流の場と
なるよう、保護者に企画運営を委ねた
家庭教育学級の開催を支援した。
市内小学校において、就学時検診にあ
わせて「子育て講座」を実施し、親の役
割や心構え、悩み、家族の絆などにつ
いての講演を行った。
【成果】家庭教育学級実施数：12学級
／子育て講座実施校：21校
【評価】○

◎ ◎ ◎ 〇

子育て講座については、
家庭教育アドバイザーを
活用し、小学校に入学
する子をもつ親の役割や
悩み、不安の解消につ
なげることができた。

12304 保護者に対す
る意識啓発の
充実

・ＰＴＡや保護者会を通して、男女
平等や家族の絆の大切さ等につい
て啓発を行う。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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施策の柱Ⅰ－３　　男女共同参画に関する国際理解の推進

★施策の方向　　①男女共同参画の国際的取組みの情報提供

A B C
対応
策

評
価

その理由

13101 男女共同参画
に関する国際
的な取組みの
提供

・男女共同参画に関する国際的な
施策について情報収集し、先進国
の取組みを市ホームページへ掲載
することなどにより、意識啓発を図
る。

人権推進
課

・ジェンダーギャップ指数が上位の
国の取組みを市ホームページへ掲
載し、意識啓発を図る。

有

・市ホームページにジェンダーギャップ
指数に関する世界各国の動き等を掲
載した。

◎ ◎ ◎ ◎

ジェンダーギャップ指数
上位の各国の取組を
ホームページ等で周知
することにより、身近な
ジェンダー格差等につい
て改めて意識啓発する
ことができた。

目指す姿Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備　　集計結果

実施 割合（％）

81.8%

18.2%

0.0%

無 0.0%

合計 100.0%

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画 実
施

令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

目標達成度 事業数

33

有

◎（十分にできた・十分な成果をあげた） 27

◯（ある程度できた・ある程度成果をあげた） 6

△（どちらかというとできなかった・事業の対象や手法の見直しが必要） 0

0
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第３次久喜市男女共同参画行動計画　令和７年度実施計画推進状況及び男女共同参画への配慮に関する調査

目指す姿Ⅱ　あらゆる分野で男女が活躍できる環境の整備

施策の柱Ⅱ－１　政策・方針決定過程における男女共同参画の推進

★施策の方向　　①審議会等における女性の参画拡大

A B C
対応
策

評
価

その理由

21101 女性の市政参
画意識の高揚

・行政や議会に対する女性の参画意
識を高めるため、女性の意見や要望
等を市政に反映させる機会を提供す
るとともに、実施状況を市ホームペー
ジなどで周知する。

人権推進
課

【隔年開催】
・いきいき女性議会を10月27日に開
催する。
・いきいき女性議会の様子や質問・答
弁内容を広報くき、市ホームページな
どで周知する。

有

・いきいき女性議会を10月27日に開
催し、8人の公募議員により市政に対
する一般質問を行い、市長と教育長
が答弁した。（傍聴者19人）

・いきいき女性議会の様子を広報誌
や市ホームページなどで周知した。

◎ ◎ ◎ ◎

いきいき女性議会の開
催により、行政や議会に
対する女性の参画意識
の高揚につなげることが
できた。

21102 政策参画講座
に関する情報
提供

・女性の政策・方針決定の場への参
画を促進するため、政策参画講座に
関する情報提供を行う。

人権推進
課

・埼玉県女性キャリアセンターや関係
機関が開催する各種講座などの情報
提供を行う。

有

・埼玉県女性キャリアセンターが開催
している各種講座のポスターやチラ
シを公共施設で掲示及び配布して情
報提供を行った。

・市ホームページに県のホームペー
ジの外部リンクを掲載し、直接情報が
得られるようにした。

○ ○ ○ 〇

女性の政策・方針決定
の場への参画に関する
情報提供ができた。

21103 女性登用の推
進

・市の政策・方針決定の過程におい
て、性別による偏りのない審議会運営
を目指すため、女性委員ゼロの審議
会等の解消を目指すとともに、全体の
審議会等の女性登用率が50％以上
を達成できるよう関係各課へ働きかけ
る。
・女性委員登用状況調査を、年２回
実施して、その結果を市ホームページ
等により公表する。
★令和９年度目標

市の審議会等における女性委員の
登用率50％

人権推進
課

・審議会等の委員における女性登用
率調査を年２回（４月、１０月）実施し、
結果を市ホームページなどで公表す
る。
・女性登用率が30％を下回る審議会
等を所管する課に対し、目標を達成
するよう働きかける。
・審議会等の委員を選任する際に男
女共同参画人材リストの活用について
周知する。

【目標】登用
率45.3%
【現状】R7.4
登用率
38.5%
【方法】30%
を下回る審
議会等につ
いては、計
画的に目標
達成できる
ように働き
かける。

有

・年2回、審議会等の委員における女
性登用率を調査し、結果を市ホーム
ページにて公表した。
・女性登用率45.3％を目標としつつ、
自治基本条例及び女性登用推進に
関する要綱に基づき、30％を下回る
審議会等に対し、女性登用が困難な
理由や、改善のための計画書の提出
を求めた。
　R7.10.1調査：5審議会等が30％未
達成 (行政委員会をのぞく）。
【成果】
審議会等の委員における女性登用
率
4月1日調査…38.5％　10月1日調
査…38.5％
【評価】△
・人材リストを職員ポータルサイトに掲
載し、庁内掲示板にて積極的な活用
を呼びかけた。

◎ ○ ◎ 〇

年度内での女性登用
率、女性委員数は上昇
したが、目標である40％
に達していないため、引
き続き、女性登用率
40％以上を達成できる
ように関係各課に働きか
けていく。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

Ａ

Ｂ

共同参画意識の啓発につながった

男女共同参画への配慮

事業の企画実施にあたり男女それぞれの意見を聞いた

男女それぞれにとって利用・参加しやすいように配慮した

Ｃ
性別による固定的な役割分担意識の解消など男女

◎

○
どちらかというとできなかった・事業の

対象や手法の見直しが必要である

評価基準

十分にできた・十分な成果をあげた

できた・ある程度の成果をあげた

△
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★施策の方向　　①審議会等における女性の参画拡大

A B C
対応
策

評
価

その理由

21104 女性の登用推
進に関する要
綱の遵守

・「久喜市審議会等の委員の女性の
登用推進に関する要綱」の周知徹底
を図るとともに、団体等への委員選任
依頼時における女性委員推薦協力依
頼の実施について関係各課へ働きか
ける。

人権推進
課

・審議会等の委員における女性登用
率調査を年２回（４月、１０月）実施す
る。
・女性登用率が30％を下回る審議会
等を所管する課に対し、要綱を遵守
するよう働きかける。
・審議会等の委員を選任する際に男
女共同参画人材リストの活用について
周知する。

有

・審議会等の委員における女性登用
率
　【No.21103参照】

・庁内各課に男女共同参画人材リス
トを周知し、女性の審議会委員登用
への活用を促した。 ◎ ○ ◎ 〇

審議会の委員改選の際
には女性委員を積極的
に登用するよう各課に依
頼・周知を図った。女性
委員割合を30％以上と
する意識付けは浸透して
いる。
また、30%未達成の場合
には、女性登用が困難
な理由や、改善のための
計画書の提出を求めて
おり、要綱は遵守されて
いる。

21105 男女共同参画
人材リストの活
用

・男女共同参画人材リストの活用を図
るため、市内公共施設に公開用人材
リストを設置し、広く市民に周知を図る
とともに、人材リストへの登録を呼びか
ける。
・各所属所において審議会等委員選
任時や市主催の講演会・講座等の講
師を選定する際に、人材リストを積極
的に活用するよう促す。

人権推進
課

・庁内掲示板を利用し、審議会等の
委員を選任する際や、事業の講師を
選定する際に男女共同参画人材リス
トを活用するように促す。
・市内公共施設に公開用人材リストを
設置し、広く市民に周知を図る。

有

・男女共同参画人材リストの活用に
全庁的に取組んでいる。
　①市審議会等への女性委員登用
促進資料
　②市主催講演会、講座等の講師
資料
　③団体、個人への技能などの提供
資料

・人材リストの更新、整備と活用促進

・市ホームページやSNSで、人材リス
トの活用促進・登録を呼びかけた。

・3月末現在の登録者数　29人

◎ ◎ ○ 〇

令和3年度以降、活用
実績が増えており、審議
会の女性登用や家庭教
育アドバイザー講師、
ネットアドバイザー講師、
編み物講師といった登
録者の活用実績がある。
現状、活用されている登
録者に偏りがあるため、
他の登録者も活用され
るように周知して行く必
要がある。
そのため、今後も人材リ
ストについて、広く市民に
周知し、活用実績と登録
者数を増やしていく。

市民生活
課

・附属機関の委員の選任において、選
任協議の際、男女いずれの委員数も
委員総数の３０％以上達成されている
か確認を行う。

有

附属機関の委員の選任において、選
任協議の際、男女の構成比率（男女
いずれの委員数も委員総数の30％
以上）が遵守されているかの確認を
行う。

〇 〇 〇

男女の構成比率が達成
されていることから、達成
度を「〇」と判断した。

人権推進
課

・審議会等の委員における女性登用
率調査を年２回（４月、１０月）実施し、
結果を市ホームページなどで公表す
る。
・女性登用率が30％を下回る審議会
等を所管する課に対し、目標を達成
するよう働きかける。
・審議会等の委員を選任する際に男
女共同参画人材リストの活用について
周知する。

有

　【No.21103参照】

◎ ○ ◎ 〇

女性登用率調査を年２
回（4月、10月）実施し、
結果をホームページなど
で公表した。計画書の提
出により、女性委員登用
の意識啓発を行った。

令和７年度評価

実
施

実施状況の概要
男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度令和７年度

目標値

令和７年度実施推進状況

21106 ・「久喜市市民参加条例」に規定され
ている、附属機関の委員の選任にお
ける男女の構成比率（男女いずれの
委員数も委員総数の30％以上）を遵
守するよう関係各課へ働きかける。

一附属機関に
おける男女の
構成比率の遵
守

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
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★施策の方向　　②行政における女性職員の管理職への登用推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

21201 女性職員の管
理職への登用
推進

・女性の幹部職員としての育成を図り
ながら、管理職への積極的な登用に
努める。

人事課 ・係長級職員の昇任試験については、
対象職員が受験しやすい制度とすると
ともに、昇任試験への積極的な受験
を促す。
・人事配置にあたっては、柔軟な発想
や新たな視点が生まれやすい職場環
境を構築するため、管理職への女性
登用に努める。

【目標】管理
職（課長補
佐級以上）
に占める女
性職員の割
合25%以上
（R12年4月
1日まで）
【現状】
R7.4.1現在
20.5.%
【方法】
左記実施計
画に基づ
き、女性幹
部職員の育
成に努め
る。

有

・係長級職員の昇任試験について
は、４３歳で受験区分を分けて実施し
た。また、例年、保育士・幼稚園教諭
の受験者が少ないことから、関係所
属長に対し個別に通知し、受験を促
した。

・管理職への登用や昇格にあたって
は、個々の能力や意欲、年齢等を総
合的にふまえ実施した。

【令和8年４月１日付け人事異動：女
性職員の管理職への昇任】部長級1
人（6人中）、副部長級1人（7人中）、
課長級5人（11人中）、課長補佐級5
人（17人中）
【成果】R8.4.1現在21.4%
【評価】△

〇 △

課長補佐以上の管理職
に占める女性職員の割
合は前年度から0.9ポイ
ント（R7.4.1現在20.5%）
上昇したものの、目標未
達成となった。
女性管理職の登用率に
ついては、指導主事等、
他律的要因で左右され
るところもあるが、管理職
候補者となる係長職に
女性職員が少ないこと
が、最も大きな要因と考
える。女性職員が積極
的に管理職を目指すこと
ができるようにするため、
様々な取組を複合的に
実施していく必要がある
と考える。

人事課 ・女性職員のキャリアプラン形成や女
性リーダーの養成を目的に、市独自
研修として働く女性のステップアップ研
修等を実施する。 有

女性職員のキャリアプラン形成を図
るため、市独自研修として、働く女性
のためのステップアップ研修を講話と
意見交換会の２部構成で実施した。
参加者：働く女性のためのステップ
アップ研修17人

〇 〇 〇

女性職員対象の研修の
実施により、学習機会が
提供され、キャリアプラン
形成など仕事への不安
解消に資することができ
た。

人権推進
課

・国や県、関係機関などで開催する講
座等の情報を関係部署に提供すると
ともに市ホームページにも掲載し、市
民にも広く周知する。

有

県や関係機関などで開催される働く
女性のステップアップ支援をテーマに
した講座等のチラシを関係部署や庁
内掲示板に情報提供し、女性職員に
周知を図った。
また、市民へ周知するために、チラシ
を公共施設で配布した。

○ ○ ○ 〇

講座等の情報が得やす
いよう、女性職員に情報
提供を行った。

取組み名 取組み内容
取組み

NO

・女性の各ライフステージにおける仕
事への不安を解消するための研修や
メンター制度等を実施するとともに、学
習機会の情報提供等を図る。

働く女性のた
めのステップ
アップ支援

21202

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度令和７年度
目標値

令和７年度実施計画所管課
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施策の柱Ⅱ－２　仕事と家庭の両立支援の推進

★施策の方向　　①家庭における男女共同参画を推進する啓発活動の充実

A B C
対応
策

評
価

その理由

こども育
成課

・児童センターまつり・児童館まつりの
大規模事業やミニコンサート等の行事
を、家族で参加しやすいよう、土日に
開催する。

有

・児童センターでは、仕事をしている
保護者も参加しやすいように、児童セ
ンターまつりやクリスマスコンサートを
祝日・日曜日に実施した。児童セン
ターまつりは409人、クリスマスコン
サートは81人の参加があった。
・鷲宮児童館で児童館まつり、ミニコ
ンサートは仕事をしている保護者も参
加しやすいように土日に企画した。児
童館まつりは143人、ミニコンサートは
３回行い計145人の参加があった。

〇 ◎ ◎ ◎

・仕事をしている保護者
も参加しやすいように、
各事業を日曜日に企画
したことで、家族そろって
参加してもらうことができ
た。

子育て支
援課

・久喜・栗橋・鷲宮の各地域子育て支
援センターにおいて、家族で参加しや
すいように土曜日にイベントを実施す
る。（各支援センターともに年３回）

3施設で各3
回、計9回
実施

有

各地域子育て支援センターにおける
土曜開所
実施回数　各3回
実施内容　午前：イベント
　　　　　　　　来所者数　444人
　　　　　　　午後：一般開放
　　　　　　　　来所者数 　48人

〇 ◎ ◎ ◎

平日に来所できない親
子を含め、多くの親子に
子育て支援センターに来
所してもらうことができ
た。

こども家
庭保健課

・ママ・パパ教室を父親と母親が共に
参加しやすいよう土曜日や日曜日に
開催する。 有

父親も参加しやすいようママ・パパ教
室を土曜日・日曜日にも開催し、妊
娠・出産・育児に関する学習の場を
提供した。（父親参加者延べ121人）

〇 〇 〇 ◎

ママ・パパ教室を土・日
曜日に開催することによ
り、両親で参加しやすい
教室にすることができた。

・よりよい家庭環境づくりを推進するた
め、親子や家族単位で参加できるス
ポーツ大会や教室などを開催する。

スポーツ
振興課

・久喜マラソン大会やスポーツ体験会
等の親子や家族で参加できるスポー
ツ大会や教室などを開催する。 有

スポーツレクリエーション事業を各種
展開している。代表的なものとして
・健幸・スポーツフェスタ　延3,657人
・久喜マラソン大会　3,220人

〇 〇 〇 〇

イベントを通じて、参加し
た男女が健康な生活を
送れるようスポーツ・レク
リエーション活動の充実
が図られた。

取組み
NO

取組み名 取組み内容

22101 家族で参加で
きる行事や講
座等の開催

・よりよい家庭環境づくりを推進するた
め、親子や家族で参加できる講座等
を開催する。

所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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★施策の方向　　②地域と家庭における男性の参画拡大

A B C
対応
策

評
価

その理由

22201 男性に対する
啓発の推進

・男性が参加しやすいテーマや時間帯
に配慮した講座の開催など、男性の
地域活動や家庭生活の充実を図る啓
発活動を推進する。

人権推進
課

・各種講座等を開催する関係課に男
性も参加しやすいテーマや開催日時
に配慮して実施するよう、働きかける。

有

・共生セミナーを実施した。【№
12103参照】

・市民大学、高齢者大学で講座を実
施した。
　【№12107参照】

◎ ◎ ◎ ◎

夜間や土日に講座等を
開催し、男性も参加しや
すいように配慮した。男
性の参加を促進し、啓発
できた。

こども育
成課

・児童センターにおいて「お父さんと
いっしょ」を年３回土曜日に実施。手
遊びやふれあい遊び、製作などを通し
て、親子の交流の場を提供する。
・鷲宮児童館で年1回、父親も参加し
やすいよう日曜日に親子で遊べる事
業を実施する。

有

・児童センターで「お父さんといっ
しょ」を年３回土曜日に実施。ふれあ
い遊びや製作などを通して、親子の
交流の場を提供した。
・鷲宮児童館で「お父さんもいっしょ」
を年1回日曜日に実施。ふれあい遊
びを通して、親子の交流の場を提供
した。

◎ ◎ ◎ ◎

・土曜日や日曜日に事
業を企画することで、平
日では参加の難しい父
親にも参加してもらうこと
ができた。
・父と子がふれあう機会
を提供することができた。

子育て支
援課

・久喜地域子育て支援センターと子育
てネットワーク・久喜んことの協働事業
における父親参加型事業（くきパパ）を
実施する。
・鷲宮地域子育て支援センターと子育
てネットワーク・ハッピー！との協働事
業における父親参加型事業（お父さん
のヤキイモタイム）を実施する。

2施設で各1
回、計2回
実施

有

・久喜地域子育て支援センター
　実施回数　2回
　実施内容
①本格！ピザを作ってみんなで食べ
よう＆交流会　参加人数20人
②世界にひとつだけの素敵なｷｰﾎﾙ
ﾀﾞｰ作り＆交流会 参加人数21人
・鷲宮地域子育て支援センター
　実施回数　1回
　実施内容
①お父さんのヤキイモタイム
　　参加人数　210人

◎ ◎ ◎ ◎

主な対象者を父親とした
うえで、母親も参加でき
るよう配慮しながら、親
子で楽しめる事業を実施
することができた。

保育幼稚
園課

・保育参観や保育士体験等への参加
を促すため、送迎時等父親に積極的
に呼びかけていく。 有

父親がこどもと触れ合う機会の充実
を図り、父親の子育てへの参加の促
進につなげた。 ◎ ◎ ◎ ◎

父親がこどもと触れ合う
機会の充実を図り、父親
の育児参加の促進につ
なげることができた。

・母子健康手帳の交付に併せ、父子
健康手帳を配布して、父親としての自
覚を促す。
・ママ・パパ教室での育児学習を通じ
て、父親の育児参加を促す。

こども家
庭保健課

・母子健康手帳の交付に併せ、父親
母親が共に子育てする「共育て」推進
のためのチラシを配布する。ママ・パパ
教室を父親と母親が共に参加しやす
いよう土曜日や日曜日に開催する。 有

母子健康手帳の交付に併せ、共育
て推進のためのチラシを配布し、出
産・育児に関する知識の普及や育児
参加への啓発を図った。757人
父親も参加しやすいよう、ママ・パパ
教室を土曜日・日曜日にも開催し、
妊娠・出産・育児に関する学習の場
を提供した。（父親参加者延べ121
人）

〇 〇 〇 ◎

チラシの配布及びママ・
パパ教室の開催により、
父親の育児参加の促進
を図ることができた。

22203 育児・介護休
業法等の制度
の周知

・仕事と育児や介護を両立していくた
めの支援制度などの情報提供を行う。
★令和９年度目標
　男性が育児休業を積極的に取得し
た方がよいと考える人の割合80％

人権推進
課

・制度に関する案内チラシなどを庁舎
内に配架するとともに、市ホームペー
ジに掲載するなどして情報提供する。

有

・制度案内のチラシを窓口カウンター
や庁舎ロビーに配架した。

・市ホームページに他機関の関連該
当ページへのリンクを掲載した。

◎ ◎ ◎ ◎

育児休業について、広く
市民に情報提供すること
ができた。

・父親が子育ての喜びや楽しみを見出
し、積極的に子育てに参加するよう、
父親が子どもとふれあうイベントや行
事、講座などを開催する。

令和７年度実施推進状況

所管課 令和７年度実施計画

父親の子育て
参加の促進

22202

取組み
NO

取組み名 取組み内容

令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度令和７年度
目標値
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★施策の方向　　③子育てと介護の支援

A B C
対応
策

評
価

その理由

・保護者の保育ニーズにあった多様な
保育サービスの充実を図る。
★令和９年度目標　保育所等待機児
童数０人

保育幼稚
園課

・保護者のニーズに合った保育サービ
スを実施する。（0歳児保育、延長保
育、休日保育、一時保育、障がい児
保育、病児・病後児保育、預かり保
育）

有

0歳児保育、延長保育、預かり保育、
休日保育、一時保育、障がい児保
育、病児・病後児保育などの保育
サービスの実施及び充実を図った。

◎ ◎ ◎ ◎

様々な事由で保育でき
ない保護者に対し、保育
サービスの充実を図るこ
とができた。

こども家
庭保健課

・4か月児健康診査を実施する。
有

４か月児健康診査において、ブックス
タート事業の場を提供した。 〇 〇 〇 〇

ブックスタート事業の場
を提供することができた。

生涯学習
課

・各保健センターで実施している４か
月児健康診査時に、絵本を介して赤
ちゃんとのふれあいを深め、絵本の楽
しさやブックスタートの意義について保
護者に説明し、ブックスタートパック
（絵本１冊、アドバイス集、布バッグ等）
を手渡す。併せて図書館で作成した
「おすすめの絵本リスト」を配布し、赤
ちゃん絵本の紹介や読み聞かせを行
い、親子での図書館の利用促進に取
り組む。

有

中央・菖蒲・栗橋・鷲宮地区の各保
健センターで実施している４か月児
健康診査時に、ブックスタートパック
（絵本１冊、アドバイス集、布バッグ
等）を手渡した。併せて図書館で作
成した「おすすめ絵本リスト」を配布し
親子での図書館の利用促進に取り組
んだ。
　中央図書館12回316組
　菖蒲図書館6回48組
　栗橋文化会館図書室9回139組
　鷲宮図書館12回230組

◎ ◎ ◎ ◎

ブックスタートパック及び
「おすすめ絵本リスト」を
配布し「絵本を通じて親
子のふれあいを深める」
というブックスタートの趣
旨を受診者親子に周知
することができた。

こども家
庭保健課

・出産し、退院後1年以内の利用を希
望する方に対し、ホームヘルパーを派
遣し、家事育児援助を行う。 有

子育て支援ホームヘルパー派遣実
績
・利用人数34人 ◎ ◎ ◎ ◎

家族からの援助を受ける
ことができない保護者に
対し、育児に専念できる
環境を提供することがで
きた。

子育て支
援課

・各ファミリー・サポート・センターで、会
員の相互援助活動支援、講座を実
施。

・講習会4
回
・共催事業
１回
・交流会1
回

有

講習会等の全てを予定どおりに実施
した。

◎ ◎

子育てしやすい環境づく
りのための講習会等を予
定どおり実施することが
できた。

★施策の方向　　③子育てと介護の支援

A B C
対応
策

評
価

その理由

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

令和７年度評価

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

22301 多様な子育て
支援サービス
等の充実

令和７年度実施推進状況

実
施

実施状況の概要

・子育てしやすい環境を整備するた
め、ファミリー・サポート・センターによる
相互援助活動や子育て支援ホームヘ
ルパーの派遣など、多様なサービスを
提供する。
・子育て世帯の経済的な支援のため、
子ども医療費支給などの事業を行う。

・親と子のふれあいや赤ちゃんと絵本
を開く時間の楽しさを広め、体験する
ブックスタート事業を４か月児健康診
査時に実施する。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値
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こども育
成課

【児童センター】
・小学生向けに体育事業やみんなで
遊ぼうなど、児童が楽しく参加できる
事業を実施。
・育児教室（0・1歳児）年7回実施。保
健師、栄養士の講話を実施し育児の
参考としてもらう。また保護者の交流
の場を提供し、不安解消や仲間づくり
などに役立ててもらう。
・幼児教室（2・3歳児）年7回実施。親
子で参加し、手遊びや歌などを通した
身体表現や、様々な素材を使用した
製作などの表現活動を体験する。
・「お父さんといっしょ」を年3回土曜日
に実施。手遊びやふれあい遊び、製
作などを通して、親子の交流の場を提
供する。【取組み№22202】
【鷲宮児童館】
・幼児クラブ（R4.4.2～R6.4.1生）5
回、プチランド12回、わくわくランド4回
を予定し、リズム遊びや運動遊び等の
親子で楽しむ講座を実施する。

有

【児童センター】
・小学生向けに「体育事業」「みんな
で遊ぼう」「夏休み体験事業」など、
児童が楽しく様々な体験ができる事
業を実施した。
・育児教室（０・１歳児）は11組、幼児
教室（２・３歳児）は15組の登録が
あった。各教室においてテーマに沿っ
た活動や講義を実施し、また保護者
同士の交流の場を提供した。
・「お父さんといっしょ」を年3回土曜
日に実施。
ふれあい遊びや製作などを通して、
親子の交流の場を提供した。
【鷲宮児童館】
・幼児クラブ（R4.4.2～R6.4.1生）5
回、プチランド12回、わくわくランド4回
を実施した。リズム遊びや運動遊び、
製作などを通して親子の交流を図っ
た。

〇 ◎ ◎ ◎

幼児・児童とその保護者
がともに様々な体験がで
きる機会を提供すること
ができた。

人権推進
課

・〔しょうぶ会館〕健康相談事業を実施
する。
・ベビー＆キッズヨガ教室事業を実施
する。

有

〇健康相談（育児相談分）
参加者４名

〇ベビー＆キッズヨガ教室
参加者４９名（保護者２４名、乳幼児
２５名） ◎ ◎ ◎ ◎

乳幼児を持つ保護者
が、育児について保健師
への相談や、親子で楽し
めるヨガを行いながら保
護者同士で気軽に話を
する等、子育てに関する
不安を解消し、心身の負
担軽減を図りながら子育
ての楽しさを感じてもらう
ことができた。

22302 放課後児童健
全育成事業の
充実

・小学校の児童をもつ保護者が安心し
て働けるよう、放課後児童健全育成
事業の充実を図る。

こども育
成課

・市内全小学校に放課後児童クラブ
を設置する。

有

市内小学校全校に放課後児童クラ
ブを設置し、放課後児童健全育成事
業の充実を図った。

◎ ◎ ◎ ◎

児童に対し、適切な遊び
及び生活の場を提供す
ることにより、こどもたちの
健全な育成や子育て支
援が図られた。

22301 多様な子育て
支援サービス
等の充実

・児童センターや児童館において、児
童の健全な遊び場を確保するととも
に、育児教室や幼児教室など、子育
ての楽しさを体験できるような講座等
を開催する。
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★施策の方向　　③子育てと介護の支援

A B C
対応
策

評
価

その理由

こども家
庭保健課

・各種援護制度を広報に掲載する。
・乳幼児健康診査や各種相談事業、
訪問指導を実施する。

有

乳幼児健康診査（４か月児・１０か月
児・１歳６か月児・３歳児）及び乳幼
児健康相談、訪問指導を実施した。
また、家庭児童相談室で子育て相談
等を実施した。

〇 〇 〇 ◎

各種事業の実施により、
保護者の育児に対する
不安軽減、育児支援を
行うことができた。

こども育
成課

・屋内型こどもの遊び場（あそびのに
わ）において利用者支援事業を実施
する。月曜日～土曜日（水曜日、休
館日を除く） 9時30分～15時30分
（第2・第4火曜日のみ、11時～17時）

有

桜田複合施設に子育て相談室を設
置し、利用者支援事業を実施した。

◎ ◎ ◎ ◎

子育ての悩みや疑問な
どを気軽に相談できる相
談室を設置し、専任の相
談員が一人ひとりに合わ
せた支援を行うことによ
り、相談事業の充実が図
られた。

子育て支
援課

・各種援護制度を広報掲載等により
周知を図る。

適宜、広報
等の情報発
信を実施

有

制度の周知・変更に関する情報発信
6件
制度の関連事業に関する発信
3件
一時給付金等に関する発信
2件

◎ ◎

各種制度等について適
宜、情報発信を実施す
ることができた。

保育幼稚
園課

・保育園において随時育児相談を実
施する。

有

保育園において子育てに関する育児
相談を実施し、子育て家庭への相談
支援の充実を図った。
公立保育園育児相談件数：６件

◎ ◎ ◎ ◎

子育て家庭の相談に応
じ、こどもが健やかに育ま
れるよう育児相談の充
実を図ることができた。

子育て支
援課

・子育て支援センターにおいて、親子
が自由に交流できる場を提供し、子育
て相談事業を実施するとともに子育て
等に関する情報提供をする。

交流の場と
して年間
245日の開
所を予定
子育て相談
は開所中に
随時対応

有

3か所の地域子育て支援センターの
実績は次のとおり。
・各所開所日数　　245日
・子育て相談件数 　70件 ◎ ◎

予定どおり日数を開設す
ることができた。また、子
育て相談も逐次対応す
ることができた。

保育幼稚
園課

・子どもやその保護者が交流を深める
場として、園庭開放を行う。

有

各幼稚園において園庭開放や保育
参加等の行事を実施し、こどもと保護
者の交流を深める機会を作った。 ◎ ◎ ◎ ◎

園庭開放、保育参加を
実施し、親子の交流が
深まった。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要
男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

22303 子育て家庭へ
の相談支援及
び各種情報提
供等の充実

・子どもが心身ともに健やかに育まれ
るよう、子育て相談事業の充実を図
る。
・育児不安や育児の孤立化を防ぐた
め、各種検診や乳幼児相談・教室、
母子訪問指導などの母子保健事業の
充実を図る。
・ひとり親家庭等の経済的自立と福祉
の向上のため、児童扶養手当制度や
ひとり親家庭等医療費支給事業等の
各種援護制度の周知及び利用促進
を図る。

22304 子育てを支援
する交流の場
の提供

・子育て支援センターや幼稚園などに
おいて、子どもやその保護者が気軽に
利用し、交流を深めることのできる場を
提供することにより、子育て中の保護
者の支援を図る。
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★施策の方向　　③子育てと介護の支援

A B C
対応
策

評
価

その理由

保育幼稚
園課

・年度当初に年間行事計画を通知す
るとともに、運動会は土曜日又は日曜
日に開催するなどの配慮をする。
・行事の案内文には「保護者等の参
加」とし、多様性に配慮する。

有

保護者が参加しやすくなるよう、運動
会等の行事を土日に開催するなど、
開催日時や開催時間等を配慮した。

◎ ◎ ◎ ◎

開催日時や開催時間等
を配慮し、保護者のニー
ズに合った行事の開催を
実施することができた。

指導課 ・各学校ごとに学校行事の工夫をし、
行事内容の柔軟性を高める。また、土
曜授業を含めた学校公開を通して、
行事への参加を積極的に促す。オン
ラインも含めた保護者が参加しやすい
開催日時や在り方を計画していく。

【目標】実施
校31校
【現状】31
校
【方法】土曜
授業等にお
ける公開授
業・学校公
開の実施

有

小学校２１校、中学校１０校すべて
で、土曜授業における公開授業、学
校公開を実施した。就学している保
護者等、学校行事に参加しやすくな
るよう、オンラインを活用し、学校行
事を実施した。
【成果】実施校31校【評価】◎

◎ ◎ ◎ ◎

市内全ての学校で土曜
授業を実施することがで
きた。また、平日等で参
加できない保護者に向
けて、各校でオンライン
配信を行うなど、工夫し
て行事を行うことができ
た。

・介護者の負担軽減を図るため、介護
者支援に関する取組みや相談窓口に
ついて、市ホームページなどで広く周
知する。

高齢者福
祉課

・介護者の負担軽減を図るため、介護
者支援に関する取り組みや相談窓口
について、地域包括支援センターチラ
シの配架や市ホームページなどで広く
周知する。

有

介護者支援に関する相談窓口につ
いて、地域包括支援センターチラシ
を配架したり、市のホームページに掲
載し、広く周知した。 〇 〇 〇 〇

チラシや市のホームペー
ジを見て問合せする方も
おり、市の事業や介護認
定などにつながり介護者
の負担軽減につながっ
た。

高齢者福
祉課

・高齢者、家族等からの相談に対し、
関係機関と連携しながら、必要な支
援を行う。 有

高齢者やその家族、地域の方などか
らの相談に対し、介護支援専門員を
はじめとした関係機関と連携を図り、
支援を実施した。

〇 〇 〇 〇

関係機関とのケース会
議や役割分担により
様々なアプローチで課題
の解決にあたった。

介護保険
課

・要介護（要支援）認定者宅へ架電し
ての電話相談や、来庁者に対しての
窓口相談を実施し、介護サービスの
利用について相談に応じるとともに、
サービス提供事業者等と連携し、介
護者のための相談・支援体制の充実
を図る。

【目標】相談
件数1,770
件
【現状】
1,048件
（R6年度実
績）

有

介護サービスの利用について、要介
護（要支援）認定者へ架電しての電
話相談や、窓口での相談を実施（相
談件数559件）した。
また、サービス提供事業者が開催す
る運営推進会議に出席し、施設入所
者等への相談を行った。
【成果】　相談件数559件
【評価】　〇

〇 〇 〇 〇

性別に関わりなく、相談
等を通して適切な支援を
するとともに、介護サービ
スの質の向上につなげる
ことができた。

人権推進
課

・制度の利用促進につながる案内チラ
シなどを庁舎内に配架するとともに、
市ホームページに掲載するなどして情
報提供する。

有

国や県などから配布される各種制度
の案内チラシを窓口カウンターや庁
舎ロビーに配架し、市ホームページに
他機関の関連該当ページへのリンク
を掲載した。

◎ ◎ ◎ 〇

育児休業制度の利用に
ついて、広く市民や事業
者に周知することができ
た。

商工観光
課

・労働関係機関からのチラシやパンフ
レット等を窓口等に配架するほか、市
ホームページでも各種制度の周知を
図る。

有

国、県等の関係機関から送付される
各種制度等のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを配架した。
また、埼玉県女性ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰと共催
し、ｾﾐﾅｰをｵﾝﾗｲﾝで開催した。
内容：就職支援ｾﾐﾅｰ(「今こそ知って
おきたい」仕事と介護の両立!)。開催
日：3月9日（月）。参加者：132名（う
ち久喜市在住2名）

〇 〇 〇 〇

制度の周知を行うこと
で、仕事と家庭の両立へ
の啓発が図れた。

令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課

介護者のため
の相談・支援

22307 育児休業・介
護休業などに
関する制度等
の周知及び活
用促進

・家庭と仕事の両立を支援するため、
事業者等に対して育児休業・介護休
業などに関する様々な制度の周知を
図るとともに、制度の積極的な活用の
促進を図る。

・要介護認定者やその家族の相談及
び苦情に対応するとともに、サービス
提供事業者等と連携し、問題の改善
やサービスの質の向上を図る。

22305 保護者の行事
等への参加に
対する配慮

・就労している保護者も学校行事等に
参加しやすくなるよう、保育・授業参
観、保護者会等の行事を土日に開催
するなど、開催日時や開催時間などを
配慮する。
・パートナーシップを宣誓した家庭にお
いても、行事等に参加しやすいよう配
慮する。

22306
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施策の柱Ⅱ－３　働きやすい職場環境づくり

★施策の方向　　①男女が共に能力を発揮できる職場環境づくり

A B C
対応
策

評
価

その理由

23101 事業者向け啓
発活動の推進

・市内事業所を対象に、男女共同参
画に関する情報提供や仕事と家庭の
両立支援などをテーマとする講座の開
催などを行い、事業所との協働により
男女協働参画推進を図る。

人権推進
課

・市内事業所を対象とした事業者セミ
ナーを開催する。

有

・事業者セミナー
　市内の事業所を対象に事業者セミ
ナーを開催し、すべての人がいきいき
と働ける就労環境整備に関する講座
を開催した。
　開催日：11月13日（木）
　会場：久喜菖蒲工業団地管理セン
ター
　講演名：『誰もが働きやすい環境を
整え男性育児休業取得を後押し！』
　講師：株式会社ティー・アイ・シー
人事経営戦略部部長　飯田　観和
子氏
　参加者数：35人

◎ ◎ ◎ ◎

市内の事業所との協働
により事業者セミナーを
開催し、男女が働きやす
い就業環境の整備を進
めるために、育児休業制
度について学ぶ機会の
提供ができた。
育児休業などの法律や
制度などについては、市
ホームページで女性が
働きやすい就労環境の
整備に関する情報を提
供できた。

23102 女性管理職登
用についての
啓発

・事業所に対して、ポジティブ・アクショ
ン（積極的改善措置）に関する情報提
供を行い、女性管理職登用の促進を
図る。

人権推進
課

・市内事業所を対象とした事業者セミ
ナーを開催するとともに、チラシの配
布や市ホームページへの掲載などに
より情報提供する。 有

・事業者セミナーを実施した。【№
23101参照】

・市ホームページに、埼玉県の「多様
な働き方実践企業認定制度」の認
定を受けた久喜市事業所一覧へのリ
ンクを掲載し、情報提供した。

◎ ◎ ◎ ◎

女性活躍推進や働き方
改革などに関する情報
提供を行った。

23103 労働に関する
法制度等の普
及・啓発

・事業所に対して、改正男女雇用機
会均等法など、労働に関する様々な
法制度の周知を図るとともに、男女就
業者が共に仕事と家庭の両立が図れ
るよう、労働時間の短縮やフレックスタ
イム制の導入などについて、普及啓発
を図る。
・パートタイム労働者の雇用改善に関
する情報を提供する。

商工観光
課

・労働関係機関からのチラシやパンフ
レット等を窓口等に配架するほか、市
ホームページでも情報提供を行う。

有

国、県等の関係機関から送付される
各種法制度等のパンフレットを窓口
等へ掲示した。
また、労働に関する様々な法制度の
啓発を図るため、広報紙へ情報を掲
載した。
ハローワーク春日部と連携し、パート
タイムに関する就職情報誌（毎週更
新）を本庁舎や行政センター等に配
架した。

〇 〇 〇 〇

各種法制度について、啓
発が図れた。

人権推進
課

・市内事業所を対象とした事業者セミ
ナーを開催する。
・育児休業などの法律や制度など、女
性が働きやすい就労環境の整備に関
する情報を市ホームページに掲載し、
情報提供する。

有

・事業者セミナーを実施した。
【No.23101参照】

◎ ◎ ◎ ◎

市内事業所を対象とした
事業者セミナーを開催
し、すべての人が働きや
すい就労環境の整備に
ついて啓発ができた。

商工観光
課

・労働関係機関からのチラシやパンフ
レット等を窓口等に配架するほか、市
ホームページでも情報提供を行う。

有

国、県等の関係機関から送付される
各種法制度等のパンフレットを窓口
等へ掲示した。
また、多様な働き方認定企業を紹介
するため、市ホームページに県の「埼
玉県多様な働き方実践企業」のペー
ジをリンクさせた。

〇 〇 〇 〇

各種法制度について、啓
発が図れた。

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

女性が働きや
すい就労環境
の整備の啓発

23104 ・事業所に対して職場における各種ハ
ラスメントの防止や女性の健康管理対
策の推進、育児休業や長時間労働の
見直しなど、法律や指針の周知を図
り、女性が働きやすい就労環境の整
備に努める。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値
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★施策の方向　　①男女が共に能力を発揮できる職場環境づくり

A B C
対応
策

評
価

その理由

23105 市職員が育児
休業等を取得
しやすい職場
環境の整備

・職員の仕事と家庭の両立支援を推
進するため、性別にとらわれず、育児
休業が取得しやすい職場環境の整備
に努める。

人事課 ・管理職によるイクボス宣言の実施。
・配偶者が出産を控えている男性職
員に対し、育児休業等取得計画書の
作成を促す。
・子育て・介護応援ハンドブックについ
て、必要に応じ更新を行い職員へ周
知をする。
・育児休業体験談及び収入シミュレー
ション等による情報提供。

【目標】男性
職員の育児
休業取得率
（R11年度
までに2週
間以上の取
得を90%）
【現状】
令和6年度
87.5%
【方法】
左記実施計
画に基づ
き、積極的
な取得を働
きかける。

有

・新たに14名の管理職によるイクボス
宣言を実施。

・配偶者が出産を控えている男性職
員に対し、育児休業等取得計画書
の作成を促した。

・子育て・介護応援ハンドブックや育
児休業体験談及び収入シミュレー
ション等で情報提供を行い、育児に
関する休暇制度や経済支援等の周
知を行った。

【成果】男性職員の２週間以上の育
児休業取得率　93.8％
【評価】◎

〇 〇 ◎

職員へ育児休業等制度
等を情報提供することに
より、制度の周知が図ら
れ、職場環境の整備に
つなげることができた。
R7年度の男性職員の2
週間以上の育児休業取
得率は93.8％となり、目
標値を達成できた。

★施策の方向　　②女性がチャレンジできる環境づくりへの支援

A B C
対応
策

評
価

その理由

・デジタル分野の技術習得など、女性
のキャリアアップや起業支援のための
講座の案内や、時間や場所にとらわ
れないテレワークなど、多様な就労形
態に関する様々な情報を提供する。

人権推進
課

・埼玉県女性キャリアセンター等、関
係機関が開催する各種講座のチラシ
やパンフレットを庁舎内に配架するとと
もに、市ホームページに掲載するなど
して情報提供する。

有

・県女性キャリアセンターが開催する
各種講座についてチラシ等を配架す
ることで周知を図った。

・市ホームページに県のホームペー
ジの外部リンクを掲載し、直接情報が
得られるようにした。

・人権相談・女性相談および、女性
の悩み（カウンセリング）相談において
労働に関する相談に応じた。

○ ○ ○ 〇

再就職支援講座等につ
いて、相談窓口や講座
等の情報を提供できた。

・起業を目指す女性を支援するため、
資金や経営、技術などに関する関係
機関の支援事業及び支援実施機関
の情報提供を行う。

商工観光
課

・久喜市商工会との共催による創業
者向けセミナー（創業塾）をはじめ、県
等が開催する各種セミナーの周知等
を行う。 有

県等の関係機関から送付される創
業関連のパンフレットを窓口等へ配
架した。
また、市内の空き店舗を活用した開
業のための補助を実施し、新規事業
の開業や起業を目指す方を支援し
た。

〇 〇 〇 〇

創業支援事業の周知に
より、女性が起業できる
環境づくりが図れた。

所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

女性のキャリア
アップや起業
に関する支援
の充実

23201

取組み
NO

取組み名 取組み内容

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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★施策の方向　　②女性がチャレンジできる環境づくりへの支援

A B C
対応
策

評
価

その理由

人権推進
課

・埼玉県女性キャリアセンター等、関
係機関が開催する各種講座のチラシ
やパンフレットを庁舎内に配架するとと
もに、市ホームページに掲載するなど
して情報提供する。

有

【No.23201参照】

○ ○ ○ 〇

再就職支援講座等につ
いて、相談窓口や講座
等の情報を提供できた。

商工観光
課

・ハローワークの求人情報や、労働関
係機関からのチラシ等を窓口等に配
架するほか、市ホームページでも情報
提供を行う。

有

ハローワークの求人情報や、国、県
等の関係機関から送付される各種
制度等のパンフレットを窓口等に配架
した。

〇 〇 〇 〇

制度の周知を行うこと
で、女性の職域拡大や
再就職が図れた。

23203 働く女性及び
再就職希望者
への情報提供

・働いている女性の悩みに対する相談
や、働きたいまたはチャレンジしたいと
希望する女性のための支援や講座な
どの情報提供を行う。

人権推進
課

・埼玉県女性キャリアセンター等、関
係機関が開催する各種講座のチラシ
やパンフレットを庁舎内に配架するとと
もに、市ホームページに掲載するなど
して情報提供する。

有

　【No.23201参照】

○ ○ ○ 〇

再就職支援講座等につ
いて、相談窓口や講座
等の情報を提供できた。

23204 就労に関する
情報の提供

・内職相談において、家内就労に関す
る情報の提供とあっせんをする。

商工観光
課

・毎週火曜日に内職相談を開催す
る。

有

内職相談を毎週火曜日に開催し、家
内就労に関する情報提供を実施し
た。

〇 〇 〇 〇

内職相談にて就職情報
を提供できた。

23205 能力開発講座
（労働講座）に
関する情報の
提供

・県など関係機関と連携して、女性の
職業技術取得や女性の能力開発に
つながる講座（労働講座）に関する情
報提供を行う。

商工観光
課

・労働関係機関からのチラシやパンフ
レット等を窓口等に配架するほか、市
ホームページでも情報提供を行う。

有

県等の関係機関から送付される各
種講座等のパンフレットを窓口等へ
掲示した。
また、埼玉県女性キャリアセンターと
共催し、セミナーをオンラインで開催
した。
内容：在宅ワーカー育成セミナー（生
成AI活用入門セミナー）。開催日：9
月16日（火）。参加者：88人（うち久
喜市在住8人）。

〇 〇 〇 〇

各講座について、情報提
供できた。

23206 農業に従事す
る女性への支
援

・農業に従事する女性の労働負担を
軽減し、働きやすい就業環境をつくる
ため、家族協力が得やすくなるよう啓
発活動を推進するとともに、家族経営
協定の普及を図る。
・農業経営に必要な知識や技能を修
得するための研修などに関する情報
提供を行う。

農業振興
課

・認定農業者の申請時において、女
性が働きやすい就業環境をつくるた
め、家族経営協定の締結を働きかけ
る。
・埼玉県が実施する、女性農業者向
け事業（農業版ウーマノミクス事業）に
ついて、市ホームページ等を通じて開
催を周知する。

有

認定農業者の申請時において、申請
書類となる農業経営改善計画に、定
休日の導入や労働時間の縮減等を
改善事項として取り入れるよう助言
し、農業従事者が働きやすい就業環
境づくりに努めた。

〇 〇 〇 〇

労働時間の縮減等を農
業経営改善計画に導入
することにより、農業者の
労働環境改善への意識
づけを図ることができた
ため。

23202 再就職や労働
相談に関する
情報提供

・女性の職域拡大や再就職を希望す
る女性を支援するため、市ホームペー
ジなどを活用し、再就職支援や労働に
関する相談機関等の周知を図る。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要
男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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施策の柱Ⅱ－４　男女が共に担う地域社会づくりの推進

★施策の方向　　①地域活動における男女共同参画の推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

24101 あらゆる人の
地域活動への
参画支援

・高齢者や障がい者、子育て家庭な
ど、あらゆる人が男女偏りなく共同して
地域活動に参画できるよう働きかけ
る。
・女性が地域の住民組織リーダーとし
て活躍できるよう、男女共同参画に関
する啓発活動を行う。

人権推進
課

・「ひとと人のつどい」や1日体験学習
ツアー、WithYouさいたま体験学習ツ
アー、共生セミナー等の事業を実施
することにより、啓発を行う。

有

・令和7年度ひとと人のつどいを実施
した。
 【No12101参照】
・１日体験学習バスツアーを実施し
た。
　【No12107参照】
・共生セミナーを実施した。
　【No12103参照】
・WithYouさいたま体験学習ツアーを
実施した。
　【No12107参照】

◎ ◎ ◎ ◎

各種事業により、市民に
男女共同参画について
周知できた。

24102 市民活動の推
進

・市民活動を行う団体に関する情報の
周知などを行うことで、市民活動の推
進を図る。

市民生活
課

・市ホームページにおいて、活動内容
等を紹介する。イベント等がある場合
は、広報紙への掲載依頼や市民活動
情報コーナーへのチラシの配架を行
う。

【目標】市民
活動登録団
体数245団
体
【現状】241
団体
【方法】市
ホームペー
ジにおいて、
活動内容等
を紹介す
る。

有

市民活動推進コーナー及び市ホー
ムページで、市民活動を行う団体の
情報提供を実施
市民活動団体が行う、社会貢献型
事業に対して、市民活動推進補助金
を交付
交付団体：14団体　5,963,000円

【成果】257団体
【評価】〇

〇 〇 〇

市民活動を行う団体相
互の情報交流とともに、
活動の啓発及び財政支
援を実施したことから、
達成度を「〇」と判断し
た。

社会福祉
課

・ふれあいセンター久喜内に女性団体
活動支援事業室を整備し、女性団体
の活動拠点の場の提供を行う。 有

ふれあいセンター久喜内に女性団体
活動支援事業室が整備されている。

〇 〇 〇 〇

活動拠点となる施設を
整備し利用されている。

スポーツ
振興課

・市内小中学校の校庭及び体育館を
開放し、地域活動や団体活動の場を
提供する。

有

市内小・中学校の運動場及び体育
館を開放し、地域活動や団体活動の
場を提供した。
・運動場利用団体：47団体
・体育館利用団体：140団体

〇 〇 〇 〇

学校教育に支障のない
範囲で小・中学校の体
育施設を開放することに
より、スポーツ団体等に
地域活動の場を提供す
ることができた。

地域保健
課

・健康増進、疾病予防のための健康
教育や運動教室を実施する。

有

生活習慣病予防に関する健康講座
37回　延べ1,531人
健康相談　延べ1,065人
埼玉県コバトンALKOOマイレージ
1,715人

〇 ◎ 〇 〇

生活習慣病予防のため
に必要な知識の普及等
により健康の保持増進を
図ることができた。

スポーツ
振興課

・男女が健康な生活が送れるよう、ス
ポーツ・レクリエーション事業を実施す
る。 有

スポーツレクリエーション事業を各種
展開している。代表的なものとして
・健幸・スポーツフェスタ　延3,657人
・久喜マラソン大会　3,220人

〇 〇 〇 〇

イベントを通じて、参加し
た男女が健康な生活を
送れるようスポーツ・レク
リエーション活動の充実
が図られた。

健康づくり、ス
ポーツ・レクリ
エーション事業
の充実

24105 ・男女が地域の中で自立して健康な
生活を送れるよう、健康づくり事業や
スポーツ・レクリエーション活動の充実
を図る。

24103 地域活動の拠
点となる施設
の環境整備

・男女が地域活動に積極的に参加で
きるよう、地域交流活動の拠点となる
施設の環境整備を行う。
・学校教育に支障のない範囲で、小・
中学校の校庭及び体育館を開放し、
スポーツ活動の場の提供を行う（学校
体育施設開放事業）。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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目指す姿Ⅱ　あらゆる分野で男女が活躍できる環境の整備

実施 割合（％）

49.2%

49.2%

1.6%

無 0.0%

合計 100%

0

61

目標達成度 事業数

有

◎（十分にできた・十分な成果をあげた） 30

◯（ある程度できた・ある程度成果をあげた） 30

△（どちらかというとできなかった・事業の対象や手法の見直しが必要） 1
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第３次久喜市男女共同参画行動計画　令和７年度実施計画推進状況及び男女共同参画への配慮に関する調査

目指す姿Ⅲ　すべての人が安心・安全に暮らせるまちづくり

施策の柱Ⅲ－１　　生涯を通じた健康支援

★施策の方向　　①健康づくりの推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

健康医療
課

・部内で連携をとり、健幸スポーツフェ
スタKUKIの健康ブースで、健康づくり
や食育の事業を同時開催する。

有

11月9日にスポーツ振興課が実施し
た「健幸・スポーツフェスタ
KUKI2025」に健康ブースとして参加
した。
健康ブースでは、久喜市医師会によ
る握力測定・骨密度測定・片足立ち
測定や、久喜・白岡薬剤師会による
ヘモグロビンA1c測定などを実施し、
延べ人数約1,800人が参加した。

〇 〇 〇 〇

こども向けのブースを出
展し、スポーツイベントと
併せて実施することによ
り、幅広い世代が来場
し、健康づくりの重要性を
伝えるとともに、日々の
実践への動機づけがで
きたと考えるため。

地域保健
課

・女性の健康講座や生活習慣病予防
に関する健康教育や健康相談を実施
する。 有

生活習慣病予防に関する健康講座
37回　延べ1,531人
健康相談　延べ1,065人
埼玉県コバトンALKOOマイレージ
1,715人

〇 ◎ 〇 〇

生活習慣病予防のため
に必要な知識の普及等
により健康の保持増進を
図ることができた。

31102 健康づくり・食
育推進のため
の情報提供と
啓発活動の充
実

・市ホームページの健康・食育ナビに
健康づくりや食育推進のための情報掲
載等をし、啓発活動の充実を図る。

地域保健
課

・食育推進ナビの健康づくりに関する
ホームページ掲載の情報を充実さ
せ、わかりやすく掲載していく。積極的
に情報を更新し、不登校引きこもりの
つどいやこころの健康相談事業の周
知啓発を行う。

有

市ホームページの健康・食育ナビに
健康づくりや食育推進のための情報
を掲載した。また、こころの健康に係
る悩み事や困りごとに関する相談機
関の情報を掲載した。具体的には、6
月の食育月間、8月31日の野菜の
日、9月の自殺予防週間、3月の自
殺対策強化月間等の情報提供を
行った。

〇 〇 〇 〇

多くの市民にこころやか
らだの健康に関する情報
や食育に関する情報を
提供することができた。

31101 生涯にわたる
健康づくり・食
育推進

・子どもから高齢者まで生涯にわたる
健康づくりを進めるため、所管課、関
係課において、健康づくり・食育推進
事業等を実施する。

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

Ａ

Ｂ

共同参画意識の啓発につながった

男女共同参画への配慮

事業の企画実施にあたり男女それぞれの意見を聞いた

男女それぞれにとって利用・参加しやすいように配慮した

Ｃ
性別による固定的な役割分担意識の解消など男女

◎

○
どちらかというとできなかった・事業の

対象や手法の見直しが必要である

評価基準

十分にできた・十分な成果をあげた

できた・ある程度の成果をあげた

△
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★施策の方向　　①健康づくりの推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

31103 各種健康診査
事業等の充実
と受診促進

・国民健康保険及び後期高齢者医療
の被保険者を対象に、特定健康診
査・健康診査の無料実施や、人間ドッ
ク・脳ドックの受診費用の一部を助成
する。
・国民健康保険の被保険者を対象
に、市が行う各種がん検診の受診費
用（自己負担金）の助成を行い、健康
の維持増進を図る。
★令和９年度目標 がん検診延べ受
診者数37,000人

国民健康
保険課

・特定健康診査を実施する。
・人間ドック・脳ドックの受診費用を助
成する。
・各種がん検診の受診費用（自己負
担金）を助成する。

【目標】特定
健康診査受
診率49%
（法定報告）
【現状】R6
受診率
36.8%【方
法】広報
紙、市HP、
X等を活用
し周知。受
診勧奨葉書
を送付。窓
口にポス
ター等を掲
示。キャン
ペーン期間
中に受診し
た対象者へ
抽選で賞品
をプレゼン
ト。

有

【成果】国民健康保険及び後期高齢
者医療の被保険者を対象に、特定
健康診査・健康診査の無料実施や、
人間ドック・脳ドックの受診費用の一
部を助成するとともに、国民健康保
険の被保険者を対象に、市が実施す
るがん検診の受診費用（自己負担
金）の助成を行い、健康の維持増進
を図った。
R7受診率　36.3％　（R8.3.26時点）

【評価】〇 ◎ ◎ ◎ ◎

特定健康診査・健康診
査の無料実施や、人間
ドック・脳ドック及びがん
検診の受診費用の一部
を助成することにより、被
保険者の疾病予防及び
疾病の早期発見、早期
治療につながった。

31104 妊娠・出産等
にかかわる健
康支援の充実

・子育て世代包括支援センターの運
営により、妊娠・出産等に対する正し
い知識の普及及び相談・支援を行う。
・妊娠届出時等での保健事業の紹介
やママ・パパ教室の開催、妊産婦訪問
指導等を行う。
・不妊に関する経済的支援を行う。

こども家
庭保健課

・子育て世代包括支援センターの運
営により、妊娠・出産等に対する正し
い知識の普及及び相談・支援を行う。
・妊娠届出時等での保健事業の紹介
やママ・パパ教室の開催、妊産婦訪問
指導等を行う。
・不妊に関する経済的支援を行う。

有

・こども家庭センター（旧：子育て世代
包括支援センター）の運営により、妊
産婦に対する伴走型相談支援を行
い、妊婦支援給付金を支給した。
・ママ・パパ教室を開催し、妊娠・出
産・育児に関する学習の機会を提供
した。
・妊産婦訪問指導、不妊検査・不育
症検査費の助成を行った。

〇 〇 〇 ◎

各種事業により、妊娠・
出産にかかわる健康支
援を行うことができた。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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★施策の方向　　①健康づくりの推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

31106 健康づくり・食
育推進体制の
強化

・医師会・歯科医師会をはじめとする、
関係団体や公募の市民等で構成され
る健康増進・食育推進会議と行政と
の連携を強化し、健康増進・食育推
進体制の充実を図る。

健康医療
課

・庁内関係課が実施する事業の状況
や成果について、健康増進・食育推
進会議委員の専門的知見から、提案
や助言をいただき、同会議作業部会、
庁内連絡会議を通じて担当課へ
フィードバックし、取り組みの推進を図
る。

有

健康増進・食育推進庁内連絡会議
作業部会及び庁内連絡会議におい
て、庁内関係課の取り組みを確認
し、健康増進・食育推進会議にて、
取り組みの報告、施策推進に向けた
検討を行った。
（開催回数）年1回（作業部会はオン
ラインで実施）

〇 〇 〇 〇

庁内関係課が実施する
事業を報告し、健康増
進・食育推進会議委員
が所属する団体等での
取り組みを共有し合うこ
とで、健康増進・食育推
進会議と行政の連携が
強化できたと考えるた
め。

31105 介護予防事業
の充実

高齢者が、要介護状態になることを予
防し、自立した生活を続けることができ
るように、介護予防に向けた事業を行
う。

高齢者福
祉課

・住民主体のはつらつ運動教室を実
施するほか、筋力維持の方法を伝え
る柔道整復師による元気アップ体操
教室や、レクリエーションなどの楽しい
時間を過ごしていただいて、引きこもり
を防止するいきいきデイサービスなど
の各種介護予防事業を実施する。

【目標】元気
ｱｯﾌﾟ体操
教室延べ参
加者数200
名、新規は
つらつﾘｰﾀﾞｰ
養成15名、
いきいきﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽ 実利
用者数
300名
【現状】(R6
実績)新規
はつらつﾘｰ
ﾀﾞｰ養成8
名、元気ｱｯ
ﾌﾟ体操教室
延べ参加者
数165名、
いきいきﾃﾞｲ
ｻｰﾋﾞｽ実利
用者数
291名

有

・元気アップ体操教室
各行政センターへのチラシの配架お
よび広報くきへの掲載により市民への
周知を深めた。
【成果】延べ参加者数　124名(清久
コミュニティセンター49名、鷲宮中央
コミュニティセンター75名)
【評価】△
・はつらつリーダー養成講座
各行政センターや各会場のリーダー
にチラシを配架し、周知に努めた。
【成果】養成人数　9人（申込人数は
15人）
【評価】〇
・いきいきデイサービス
広報くきへの掲載により周知を行っ
た。
【成果】実利用者数　333名
【評価】◎

〇 〇 〇 〇

男女問わず介護予防を
図ることができた。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

28



★施策の方向　　①健康づくりの推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

〇 〇 〇 〇

31108 保健活動に関
する地域組織
等の育成

・愛育班員や食生活改善推進員など
の地区組織関係者を対象に研修会を
開催し、保健活動を推進する地域組
織の育成を図る。

地域保健
課

・食生活改善推進員等を対象に研修
会を開催する。

有

県主催の研修会への参加、栄養士・
保健師が推進員等に研修を開催し、
推進員等の資質向上を図った。 〇 〇 〇 〇

研修会への参加等によ
り、資質向上を図ること
ができた。

31107 既存組織等を
活用した各種
健康情報の提
供

・既存組織等を活用し、健康づくりに
関する情報の提供を行う。

地域保健
課

・食生活改善推進員協議会に地域保
健課の事業を一部委託し食を通じて
市民に健康に関する情報提供をす
る。
・食を通じた健康づくりに関する情報を
盛り込んだ動画を作成する。

【目標】動画
作成本数2
本及び動画
視聴回数
1,300回以
上
【現状】（R6
年度実績）
動画を2本
作成・公開
し、視聴回
数1,201
回。
【方法】市
ホームペー
ジへのリンク
やQRコード
を付したチ
ラシを関係
機関へ頒布
し、広く周知
を図る。

有

食生活改善推進員に保健ｾﾝﾀｰ事
業の栄養講座の一部を委託した。食
育動画は、3本作成・配信した。手軽
に野菜を摂取する工夫をﾃｰﾏとし、ご
はんﾊﾞｰｼﾞｮﾝとﾊﾟﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝの2本の
動画を作成した。ごはんﾊﾞｰｼﾞｮﾝは2
月18日に配信し、238回の再生回数
であった。ﾊﾟﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝは2月19日に
配信し、320回の再生回数であった。
さらに、骨粗しょう症を予防する食事
のｺﾂをﾃｰﾏに1本の動画を作成し
た。2月27日に配信し、194回の再
生回数であった。3本の動画視聴回
数は752回であった。いずれの動画
も、久喜市の情報発信メール、SNS、
LINEにて配信し、再生回数の増加に
努めた。
【成果】2月配信であったため、視聴
回数は目標値に達していない。今後
も継続して周知していく。また、動画
は食生活改善推進員協議会の協力
を得て作成した。
【評価】〇

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況

食生活改善推進員協議
会の協力を得て、食育
動画を作成することがで
きた。また、食育動画を
配信することで、食を通
じた健康づくりに関する
情報を提供することがで
きた。

令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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★施策の方向　　②生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の普及と啓発

A B C
対応
策

評
価

その理由

31201 リプロダクティ
ブ・ヘルス／ラ
イ ツ に 関 する
啓発活動の推
進

・年齢とともに変化する身体と心への
影響などの理解促進や、リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツの普及を図るため、
各種講座や学習機会などに情報提供
を行う。

人権推進
課

・リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関
して、市ホームページに関連記事を掲
載し、情報提供を行う。

有

・リプロダクティブ・ヘルス／ライツの
考え方や市の取り組みについて、市
のホームページに掲載し情報提供を
行った。

・市民大学「男女共同参画による社
会づくり」の講座において、リプロダク
ティブ・ヘルス／ライツに関する普及
啓発を行った。

◎ ◎ ◎ ◎

リプロダクティブ・ヘルス
／ライツに関する正しい
理解促進のための情報
提供ができた。

31202 母性保護に関
する情報の提
供

・妊娠・出産期等の健康支援を図るた
め、母子健康手帳交付時等に、母性
保護に関する各種情報の提供を行
う。

こども家
庭保健課

・母子健康手帳交付時に、母性保護
に関する情報提供を行う。

有

母子健康手帳交付時に併せて共育
て推進のチラシを配布し、母体保護
に関する情報提供を行った。 〇 〇 〇 〇

母子健康手帳の交付及
びチラシの配布により、
母体保護に関する情報
提供を行うことができた。

31203 人間尊重に基
づいた性教育
の推進

・人権尊重や男女平等の理解と協力
の意識を高めるため､各教科や道徳、
特別活動などの教育活動を通して、
人間尊重に基づいた性教育を推進す
る。

指導課 ・人権尊重や男女平等の理解と協力
の意識を高めるため、各教科や道徳、
特別活動などの教育活動を通して、
人間尊重に基づいた性教育を推進す
る。

有

人権尊重や男女平等の理解と協力
の意識を高めるため、各教科や道
徳、特別活動等を通して、性的マイノ
リティ等について取り上げた活動を実
施した。世の中には多様な性を持ち
合わせ、悩みながら生活している人
がいることを知るとともに、自己の生き
方を見直し、自己や他者を尊重す
る、人間尊重に基づいた性教育を推
進した。

◎ ◎ ◎ ◎

各教科や道徳、特別活
動等を通して、多様な性
について学習し、自己や
他者を尊重する人間尊
重に基づいた性教育を
実施できた。

・男女が互いの性について正しい知識
を身につけ、尊重できるよう、性に関す
る情報の提供を行う。

人権推進
課

・男女の性の違いなどについて、市
ホームページに掲載し、正しい知識や
理解につながるよう情報提供する。
・教育委員会及び市立学校に対して、
性や性の多様性の正しい知識に関す
る情報提供を行う。

有

・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ、包
括的性教育に関する啓発等を行っ
た。
【No.31201参照】
・市内中学校において、にじいろ特命
大使を講師として招き、生徒への授
業協力を実施した。
・市内の事業所へ、久喜市生涯学習
出前講座「性の多様性について」の
講座を実施した。

○ ◎ ◎ ◎

LGBTQ+を含む性の多
様性や性について、正し
い知識の情報提供がで
きた。

・性に関する情報を適切な時期に提
供できるよう、各種パンフレットの配布
を行うなど、性に関する教育活動を行
う。

こども家
庭保健課

・性に関するパンフレットの配布や、依
頼があった場合は、性に関する授業に
協力する。 有

母子愛育会が行う、育児体験を通じ
て性や命の大切さを学ぶ授業に参加
協力した。（小学校1校） 〇 〇 〇 〇

母子愛育会の活動に協
力し、性について考える
機会を提供することがで
きた。

地域保健
課

・市ホームページで12月1日の世界エ
イズデーに合わせ、HIVやエイズに関
する正しい情報や知識の普及啓発を
行う。
・広報紙においても、HIVやエイズを正
しく理解するための情報と差別や偏見
をなくす働きかけの記事を掲載する。

有

・市ホームページや中央保健セン
ターへのポスター掲示にて、HIVやエ
イズに関する正しい情報や知識の普
及啓発を行った。
・世界エイズデーに合わせ、広報くき
12月号にて、HIVやエイズを正しく理
解するための情報と差別や偏見をな
くす働きかけの記事を掲載した。

〇 〇 〇 〇

市ホームページや広報
誌等を活用することで、
多くの市民に、生涯にわ
たる性と生殖に関する健
康と権利の普及と啓発
ができたと考える。

こども家
庭保健課

・妊婦を対象としたHIV抗体検査を実
施する。 有

妊婦全員（757人）に、妊産婦健康
診査助成券（HIV検査）を交付した。 〇 〇 〇 ◎

妊婦にHIV検査を受ける
機会を提供することがで
きた。

31204 性に関する教
育活動の推進

HIV／エイズ及
び性感染症に
対する啓発・
相談と妊婦HIV
抗体検査の実
施

・市ホームページへの掲載などにより、
ＨＩＶ／エイズ及び性感染症に関する
正しい情報や知識の普及啓発を行う。
・ＨＩＶ／エイズ及び性感染症に関する
相談を関係機関と連携して実施すると
ともに、妊婦を対象としたＨＩＶ抗体検
査を実施する。

31205

取組み
NO

令和７年度実施推進状況

実
施

実施状況の概要
取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画

令和７年度
目標値

令和７年度評価

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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施策の柱Ⅲ－２　生活上の困難に対する支援

★施策の方向　　①生活上の様々な困難を抱えた女性などへの支援

A B C
対応
策

評
価

その理由

32101 重層的支援体
制の整備

・複合・複雑化した相談に対応する体
制を整備し、生活上の様々な困難を
かかえた方への包括的な支援体制の
充実を図る。

社会福祉
課

・ふくし総合相談窓口を設置し、包括
的な相談支援体制を整える。
・参加支援事業では、地域の課題を
踏まえ、新たな取組み内容を検討す
る。

有

・ふくし総合相談窓口を設置したこと
で複雑・複合化した課題の相談や支
援担当課がまたがる場合には、横断
的に各課と連携し対応するなど、包
括的な相談体制を整えた。
・令和７年度相談件数 68件
・新たな参加支援事業の検討につい
ては、本市の福祉総合相談窓口を
含めた包括的支援体制の整備状況
を踏まえ、当該事業を所管する県の
福祉部地域ケア課と協議し、当面の
方向性として、必須ではない重層的
支援体制整備事業（新たな参加支
援）の本格実施を見送り、現行の連
携体制の充実を図ることで、包括的
支援体制の整備を推進するとの結論
に至った。

〇 〇 〇 〇

包括的な相談体制の推
進に資することができた
ため。

32102 生活困窮・生
活保護世帯の
自立に向けた
支援

・生活困窮世帯に対し、生活困窮者
自立相談支援事業等を実施すること
により、自立に関する情報の提供や就
労に関する支援を行い、世帯の自立
促進を図る。
・生活保護世帯に対し、就労支援相
談等の取組みを実施することにより、
世帯の経済的自立に向けた支援を行
う。

生活支援
課

・生活困窮者自立相談支援事業等に
おいて、世帯の自立に向けた就労の
支援を行う。
・生活保護世帯に対し、世帯の自立に
向け、就労支援相談員による支援を
本庁舎のみでなく、必要に応じて各行
政センターへの出張支援を行う。

有

・生活困窮者自立相談支援事業を
久喜市社会福祉協議会への委託に
より実施した。
・生活保護世帯に対して就労支援相
談員により自立に向けた就労支援相
談を実施した。

〇 〇 〇 〇

性別に関わりなく相談等
を通して適切な支援を行
うとともに、就労の開始
及び世帯の自立につな
げることができた。

32103 助産施設入所
事業

・経済的理由により、入院助産を受け
られない妊産婦を保護し、助産施設
において助産を実施する。

こども家
庭保健課

・経済的理由により、入院助産を受け
られない妊産婦から相談を受けた場
合は、助産施設へ入所委託し、助産
を実施する。

有

助産制度実績
・利用人数２名

〇 〇 〇 〇

経済的負担の軽減と安
全な出産環境の確保が
図られた。

32104 母子生活支援
施設入所事業

・生活上の様々な問題により、児童の
養育が十分にできない母と、その児童
を母子生活支援施設に保護し、自立
を支援する。

こども家
庭保健課

・生活上の様々な問題により、児童の
養育が十分にできない母と、その児童
を母子生活支援施設へ入所委託し、
自立を支援する。

有

令和7年度は対象者がいなかったた
め入所の実績はなし。

〇 〇 〇 〇

生活上の様々な問題に
より、児童の養育が十分
に出来ない母と、その児
童を支援する環境の整
備をしている。

取組み
NO

取組み名 取組み内容

令和７年度実施推進状況

実
施

実施状況の概要
所管課 令和７年度実施計画

令和７年度
目標値

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

令和７年度評価
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★施策の方向　　②外国人、高齢者、障がい者、性的少数者、犯罪被害者への支援と関係機関との連携協力

A B C
対応
策

評
価

その理由

32202 地域における
国際交流の推
進

・行政と国際交流団体等との協働関
係を構築するとともに、その団体に対
する活動支援を行う。
・外国籍市民との交流や、ホームステ
イの受け入れなど、外国人との交流機
会の拡充を図る。

市民生活
課

1中学生国際親善交流事業
 ローズバーグ市からの中学生等受入
を、久喜市・ローズバーグ協会の協力
を得て実施
 ローズバーグ市からの中学生等来日
人数：13人
 久喜市の受入家庭数：14家庭
2成人国際親善交流事業
 久喜市・ローズバーグ協会が実施す
るローズバーグ市の成人訪問団の派
遣を、市バスの提供等により支援
 成人訪問団人数：20人程度
3埼玉県ワンナイトステイ事業
 日本語国際センター研修生のホーム
ステイの受入家庭を斡旋

有

①中学生国際親善交流事業
 ローズバーグ市からの中学生受入
を、久喜市・ローズバーグ協会の協
力を得て実施
 ローズバーグ市からの中学生等来
日人数：13人
 久喜市の受入家庭数：14家庭
②成人国際親善交流事業
 久喜市・ローズバーグ協会が実施す
るローズバーグ市への成人訪問団の
派遣を、市バスの提供等により支援
 成人訪問団人数：18人
③埼玉県ワンナイトステイ事業
 日本語国際センター研修生のホー
ムステイの受入家庭を斡旋
受入家庭：6家庭
受入研修生数:9人

〇 〇 〇

事業を通じてお互いの文
化交流ができ、親睦が図
られたこと。
また、久喜市・ローズ
バーグ協会と協力して事
業を展開することで、協
働関係を築くことができ
たことから「〇」と判断し
た。

32203 外国人への情
報提供の充実

・外国人が快適な生活が送れるよう、
保健行事日程表や生活ガイドブック・
健康や基本的生活に係る資料等、外
国語及びやさしい日本語による生活
情報の提供の充実を図る。
・公共サインの英文字併記表示や公
共施設案内板の設置、さらに日本語
教室の充実等に努める。

市民生活
課

外国籍市民支援事業
1外国人への日本語学習支援に携わ
るための具体的な支援方法を学ぶ場
として、日本語ボランティア養成講座
を業務委託により実施
（主にこれから日本語ボランティアに
携わるような初心者を対象とした講
座）
2外国人市民相談窓口の運営にあた
り、来庁した外国人市民に適切な情
報提供を行う。

1日本語ボ
ランティア
養成講座
【目標】参加
者数90人
【現状】R6
参加者延べ
86人
【方法】新規
参加者を増
やすため、
内容を見直
す。

有

外国籍市民支援事業
①外国人への日本語学習支援に携
わるための具体的な支援方法を学
ぶ場として、日本語ボランティア養成
講座を業務委託により実施
（主にこれから日本語ボランティアに
携わるような初心者を対象とした講
座）
開催日：12月7,14,21日
全3回
開催時間：午後2時から4時（2時間）
【成果】
参加者数：延べ48人、平均参加者
数16人
【評価】〇
②外国人市民相談窓口の運営にあ
たり、来庁した外国人市民に適切な
情報提供を行った。
相談件数：71件(4月1日から3月31
日）

〇 〇 〇

参加者数は目標に達成
しなかったが、参加者に
対し、日本語ボランティ
アとしての心構えや地域
日本語教室の役割など
の基礎知識を身につけ、
日本語を指導するため
に必要な知識を提供で
きたことから、達成度を
「〇」と判断した。

32204 高齢者虐待の
防止に向けた
取組み

・地域包括支援センター職員に対し、
事例検討会などを開催し、早期発見
とその対応に努める。

高齢者福
祉課

・高齢者虐待の早期発見・予防、対
応力向上を目的に、専門職（弁護士、
社会福祉士）からの助言、情報提供
を受ける事例検討会を開催する。

有

3月に高齢者虐待対応専門職チー
ムを招き、対応中や終結した事例に
ついてのケース会議を開催し、専門
的分野の指導、情報提供を受けて、
対応力の向上を図った。

〇 〇 〇 〇

ケース会議の実施によ
り、関係機関との連携と
対応力が向上した。

令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
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★施策の方向　　②外国人、高齢者、障がい者、性的少数者、犯罪被害者への支援と関係機関との連携協力

A B C
対応
策

評
価

その理由

32205 障がい者虐待
の防止に向け
た取組み

・被虐待者の迅速な安全確認を行う
体制を整えると共に、障がい者の虐待
防止に関する啓発活動を実施する。

障がい者
福祉課

・障害者手帳等の交付時に「障がい
者虐待防止リーフレット」を配布するほ
か、久喜市自立支援協議会権利擁
護部会等にて、情報共有を図るととも
に、対応の検討などを実施する。

有

久喜市自立支援協議会の権利擁護
部会事務局会議を毎月行い、うち年
4回は事例共有や対応検討を行っ
た。
また、虐待防止連絡会を2回行い、
市内サービス事業所の参加による虐
待防止委員会の取り組み共有を、さ
らに、虐待防止研修を1回開催し、障
がいサービスにかかる支援者向け
に、権利擁護・虐待防止に向けた対
応や地域づくりに関する研修を行っ
た。

〇 〇 〇 〇

虐待防止に向けた支援
体制構築に向け、各支
援者が関係機関との連
携や情報共有ができた。

障がい者
福祉課

・相談支援事業を、引き続き久喜市
障がい者生活支援センターへの委託
により実施する。
・久喜市自立支援協議会において、
相談支援体制の連携及び充実を図
る。

有

・久喜市障がい者生活支援センター
（２か所）に相談支援事業を委託し、
行政担当課と共に連携しつつ、障が
い者の相談に対応している。
・久喜市自立支援協議会の相談支
援部会において、基幹相談支援セン
ターの支援者支援の対応を受けなが
ら、相談支援体制の構築に向けた連
携や支援の充実を図った。

〇 〇 〇 〇

困難ケースにも対応でき
る相談支援体制の構築
により、対象者への多角
的な支援に繋げることが
できた。
また支援者動同士の連
携強化にも繋がった。

高齢者、障が
い者等への相
談支援の充実

・高齢者、障がい者、介護者等の日常
生活及び権利擁護等に関する相談・
支援体制の充実を図る。
★令和９年度目標
　地域包括支援センターの相談件数
37,500件

32206

取組み
NO

高齢者福
祉課

有

市内5ヵ所の地域包括支援センター
において、高齢者やその家族、地域
の方などからの様々な相談に対応
し、関係機関との連携を図り、支援を
実施した。

【成果】　 41738件
【評価】　◎

〇 〇

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

〇 ◎

地域包括支援センター
の職員が、高齢者やそ
の家族等の相談に応じ
た。
男女比を目標数値にす
ることは難しいが、男女
問わず、相談しやすいよ
うな対応を行った。

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

・市内５か所の地域包括支援センター
において、高齢者、介護者等から受け
た相談に対応し、必要な支援を行う。

相談件数
【目標】
延件数：
37,434件
【現状】R6
年度実績
41,938件
【方法】地域
包括支援セ
ンターの職
員が、高齢
者やその家
族等の相談
に応じる。男
女比を目標
数値にする
ことは難しい
が、男女問
わず、相談
しやすいよう
な対応をす
るよう心が
ける。
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★施策の方向　　②外国人、高齢者、障がい者、性的少数者、犯罪被害者への支援と関係機関との連携協力

A B C
対応
策

評
価

その理由

高齢者福
祉課

・介護者の負担を軽減することを目的
に「家族介護講演会」を開催する。

有

ユマニチュードに関する基本的な知
識や技術についての講演を通して、
認知症について理解を深めるととも
に、地域における支援の輪を拡げるこ
とを目的に家族介護講演会を実施し
た。

〇 〇 〇 〇

講演会を通して、ユマニ
チュードを取り入れた認
知症の方との関わり方に
ついての理解を深めるこ
とができた。

障がい者
福祉課

・障がい者就労支援事業を委託により
実施し、障がい者の就労全般にわた
る支援や相談を実施する。
・フレンドシップ学級を実施し、就労経
験のある知的障がい者の余暇活動を
支援する。

有

・障がい者就労支援事業を委託によ
り実施し、就労に関する支援や相談
を行った。
・就労実績28(身体障がい者1名・知
的障がい者13名・精神障がい者14
名）名。
・久喜市自立支援協議会のはたらく
部会で、就労についての地域づくりに
努めた。
・障がい者計画等に基づき障がい福
祉サービス等の一層の充実を図って
いる。
・就労または就労経験のある知的障
がい者の余暇活動支援を行った
・フレンドシップ学級（本人活動支援）
は5、6、10、11、2、3月に実施した。
（11月は参加者なし。）

〇 〇 〇 〇

関係機関連携や相談支
援により就労に繋がる支
援が出来た。

32208 性の多様性に
関する理解の
推進と情報提
供の充実

・性的少数者に関するパートナーシッ
プ宣誓制度などの取組みを広く周知
することにより、市民や事業者の性の
多様性に関する理解を深め、性的少
数者の生きづらさの軽減を図るととも
に、相談・支援に関する情報提供を行
う。

人権推進
課

・市ホームページやチラシなどで、相
談・支援に関する情報提供を行う。

有

・性の多様性についての図書の紹
介、交流会、市民講演会や県の相
談窓口の紹介など正しい知識や理解
促進に向けた活動を行った。
【No.11104参照】

・パートナーシップ制度について、県
内全域での連携協定及び大阪府主
導の自治体間連携ネットワークを継
続し、市ホームページへ掲載、当事
者の方に個別に周知を図った。

◎ ◎ ◎ ◎

年間を通じてアンケート
実施や広報くきや市ホー
ムページを利用した啓発
活動の他、交流会の開
催などにより、当事者に
寄り添った施策を実施し
た。
様々な啓発活動に取り
組んだことで、性の多様
性について、正しい知識
と理解を促進することが
できた。

32209 犯罪被害者等
支援対応の充
実

・犯罪被害者等が直面している多岐に
わたる問題の相談について総合的に
対応し、必要な情報提供及び助言を
行うとともに、関係機関等との連絡調
整を行う。

市民生活
課

相談対応や各関係機関等との連絡調
整の他、犯罪行為により死亡した市民
の遺族または傷害を受けた市民に対
し、申請に基づき見舞金を支給する。
・遺族見舞金　30万円
・傷害見舞金　10万円

有

市広報や市ホームページを通じて、
犯罪被害者等支援の相談窓口や見
舞金についての周知を行った。
令和7年度　相談・見舞金申請件数
１件

〇 〇

令和７年度は犯罪被害
者等支援の相談が１件
あり、必要な情報提供、
支援が図れたことから達
成度を「〇」と判断した。

32207 高齢者、障が
い者の自立支
援及び社会参
加活動の促進

・男女共同参画の視点に立ち、高齢
者や障がい者の社会参加を促進する
ため、就労支援や余暇活動支援等、
多様なニーズに応じた各種取組みの
充実を図る。
・分野別計画に基づく福祉サービスを
充実させ、高齢者や障がい者の心身
の健康の増進を図るとともに、家庭に
おける介護の負担の軽減や仕事と家
庭の両立を支援する。

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値
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施策の柱Ⅲ－３　男女共同参画の視点に立った防災対策の推進

★施策の方向　　①防災活動における男女共同参画の推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

33101 防災等に配慮
したまちづくり
の推進

・自然災害などから市民の生命や財
産を守り、安全な生活環境を整備する
ため、防災等に配慮したまちづくりを推
進する。

危機管理
課

・防災アプリや防災行政無線等、市民
及び職員の災害時における情報伝達
手段の整備、適切な運用、管理を行
う。

有

防災アプリや防災行政無線に係る保
守点検業務委託、避難所看板の更
新など避難場所の整備、災害時の
指定避難所参集職員の指定等を実
施した。

◎ ◎ ◎ ◎

各拠点避難所の避難所
参集職員３名のうち、必
ず男性職員と女性職員
がそれぞれ１名以上とな
るよう配慮した。

33102 女性の視点を
取り入れた防
災訓練の実施

・災害発生時の被害を最小限にとどめ
るため、市、防災関係機関、市民及び
事業所等が災害に対応できる体制を
目指し、各種訓練を実施する上で性
別による役割分担意識を見直し、女
性への配慮など男女共同参画の視点
を取り入れて防災に関する意識の高
揚と知識の向上を図る機会を提供す
る。

危機管理
課

・防災関係機関及び市民が参加する
久喜市総合防災訓練を実施する。避
難所運営の際は、スペースの振り分け
等による女性への配慮など、女性の
視点を取り入れた訓練をより実践的に
行う。

有

久喜市総合防災訓練において避難
所開設・運営訓練を実施した。訓練
では、男女が等しく役割を分担したほ
か、多様な性に関する避難所運営へ
の配慮などの意識の高揚を図る機会
を提供した。

◎ ◎ ◎ ◎

性別に関わりなく平等に
参加する機会が与えら
れるように配慮したほ
か、多様な性に関する避
難所運営について情報
を共有し、防災に関する
知識の向上を図ることが
できた。

33103 自主防災組織
の育成支援

・地域の自主防災活動を促進し、地
域防災力の向上を図るため、自主防
災組織の結成及び育成・強化を積極
的に推進し、女性の参画促進や女性
リーダーの育成にも努める。
★令和９年度目標 自主防災組織の
組織数175組織

危機管理
課

・自主防災組織の設立に関する説明
や、各補助金（設立・資機材購入・防
災訓練実施・啓発事業等実施）の交
付を行う。防災講演会等への女性の
参加を積極的に呼びかけ、防災分野
における女性の参画促進や女性リー
ダーの育成を図る。

【目標】自主
防災組織数
171組織
【現状】173
組織
(R7.3.31現
在）

有

広報紙への掲載や様々な機会を通
じて自主防災組織の設立を促すとと
もに、防災資機材の購入及び防災訓
練の実施、啓発事業の参加・実施に
対し補助金を交付し、自主防災組織
の育成・強化を推進した。また、久喜
地区自主防災組織連絡会事業で
は、女性にも積極的に参加していた
だいた。
成果：自主防災組織数174組織
評価：◎

◎ ◎ ◎ ◎

自主防災組織の活動促
進のため、広報紙や窓
口等において未設立地
区への新規設立に関す
る案内・助言を行ったほ
か、既存の組織に対して
各種補助金を交付した。
また、久喜地区自主防
災組織連絡会事業を実
施する際には、女性の参
加を積極的に検討する
よう、自主防災組織の代
表者に依頼した。

取組み
NO

取組み名 取組み内容

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
所管課 令和７年度実施計画

令和７年度
目標値
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施策の柱Ⅲ－４　性別によるあらゆる暴力の根絶に向けた啓発活動の推進

★施策の方向　　①配偶者等からの暴力の防止に向けた啓発及び被害者への対応

A B C
対応
策

評
価

その理由

★施策の方向　　②若年者に対する予防啓発活動の推進

A B C
対応
策

評
価

その理由

34201 デートＤＶ防止
に向けた啓発
活動の推進

・ＤＶは配偶者間だけではなく、若い恋
人の間でも発生するという認識に立
ち、若年者向けのＤＶ防止普及啓発
資料の配布や保護者対象のＤＶ防止
に関する講座の開催など、若い男女
間の暴力の防止に向けた啓発活動を
推進する。
★令和9年度目標 デートＤＶの認知
度100％

人権推進
課

・デートＤＶなどのチラシやパンフレット
を庁舎内に配架するとともに、市のイ
ベント等で配布して啓発を行う。

有

・青少年を対象としたデートＤＶ防止
のチラシやパンフレットを庁舎1階ロ
ビー及び各行政センター窓口に配架
した。

・成人式でデートDV啓発カードを新成
人へ配布した。

◎ ◎ ◎ ◎

青少年を対象としたデー
トＤＶなどのチラシやパン
フレット、啓発カードを公
共施設や成人式といった
イベントで配布することが
できた。

34202 保護者に対す
る意識啓発の
充実

・保護者会や公開授業を通して、男女
平等や家族の絆の大切さ等について
の啓発を行う。

指導課 ・学校だよりや道徳通信等、学校ホー
ムページ等を活用した情報発信によ
り、適切な指導に取り組めるよう支援
する。また、適宜オンライン等も活用
し、意識啓発の機会を充実させる。

有

年に３回程度実施される保護者会や
学習参観、土曜授業等の公開授
業、学校ホームページ等を通して、
男女平等や家族の絆の大切さ等に
ついて啓発を行った。

◎ ◎ ◎ ◎

保護者に対しても意識
啓発を行うことができた。

◎◎

34101 配偶者等に対
する暴力の根
絶に向けた啓
発活動の推進

・配偶者等に対する暴力の根絶をは
かるため、女性に対する暴力をなくす
運動などの機会を通して、パネル展示
やリーフレットの活用などにより、啓発
を重点的に行う。

人権推進
課

・広報くき、市ホームページ、チラシ等
で人権相談・女性相談及び女性の悩
み（カウンセリング）相談事業を周知す
る。
・各種相談機関の周知カード等を公
共施設及び包括連携協定先等に配
架し、同様の内容を市ホームページに
も掲載して啓発する。
・市ホームページに配偶者等に対する
暴力の根絶に関する記事を掲載し、
意識啓発を行う。

有

・広報くき、市ホームページで人権相
談・女性相談、女性の悩み相談等の
各種相談日を周知した。

・各行政センター窓口及び本庁舎1
階ロビーにて、配偶者等に対する暴
力防止啓発及び相談先のチラシ・パ
ンフレットを配架した。
・高齢者大学講座「女性の人権」で
DVについて取り上げた。【No.12107
参照】
・市民大学「男女共同参画による社
会づくり」でDVについて取り上げた。
【No.12107参照】
・ホームページに配偶者等に対する
暴力の根絶について掲載し、意識啓
発を行った。
・「パープルリボンキャンペーン」のタ
ペストリー掲出に合わせ、DV啓発に
関するパネル展示を本庁舎1階ロ
ビーにて実施した。
・11月8日（土）人間尊重・平和の日
において、女性に対する暴力防止啓
発に係る展示を行った。

◎

令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画

広報くき、ホームペー
ジ、チラシ、周知カードな
どで啓発しただけでなく、
講座を実施することで、
配偶者等に対する暴力
の根絶に向けた啓発活
動の推進をすることがで
きた。

◎

令和７年度
目標値
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施策の柱Ⅲ－５　相談・支援体制の充実

★施策の方向　　①被害者のための相談・支援体制の充実

A B C
対応
策

評
価

その理由

35101 女性相談事業
の充実

・配偶者等からの暴力に関すること、
夫婦や家族に関することなど女性の悩
みごとについて相談しやすい環境整備
を進めるため、「人権・女性相談」及び
「女性の悩み（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）相談」を実
施する。
・女性にかかる相談に適切に対応する
ため、関係機関等との連携を深め、女
性相談事業の充実を図る。「女性の
悩み（ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ）相談」については、
毎月2回（第1・第3金曜日）実施のほ
かに日曜日に特設相談を実施する。

人権推進
課

・人権相談・女性相談【取組み
NO.11201】及び女性の悩み（カウンセ
リング）【取組みNO.11202】相談事業
を実施する。

有

・人権相談・女性相談を実施した。
　【№11201参照】

・女性の悩み(カウンセリング)相談を
実施した。
　【№11202参照】

◎ ◎ ◎ 〇

定期的な人権相談・女
性相談及び女性の悩み
相談の実施により、女性
相談事業の充実が図ら
れた。
利用率が目標に届いて
いないので、今後は相談
の周知方法を見直しな
がら、利用率の増加に努
める。

35102 女性及び児童
相談の充実

・女性や児童等の適切な支援を行う
ため、女性や児童に関する相談事業
の充実を図る。

こども家
庭保健課

・相談受理票やリスクアセスメントシー
トの活用により、相談の主訴・緊急性
の判断、相談への適切な対応を行う。

有

相談シートの活用により、相談の主
訴・緊急性の判断、相談への適切な
対応を行った。

〇 〇 〇 〇

必要な支援の判断がで
き、他機関との連携が図
られた。
相談者が関係機関の窓
口ごとに事情等説明する
負担を軽減することがで
きた。

35103 相談担当職員
の資質向上

・ＤＶ被害者のための相談・支援体制
の充実のため、ＤＶ相談対応マニュア
ルの活用や、研修の受講や相談対応
に関する情報交換を行うことにより、相
談担当職員の資質の向上を図る。
★令和9年度目標
ＤＶ被害者のうち、誰かに相談した人

の割合100％

人権推進
課

・ＤＶ相談対応マニュアルを活用す
る。
・WithYouさいたまなどが企画する研
修に参加し、相談担当職員の資質の
向上を図る。
・相談関係部署などと相談対応に関
する情報交換を行うことにより、相談
担当職員の資質の向上を図る。

有

・担当職員がWithYouさいたま主催
の外部研修を受講した。また、各行
政センターの相談担当職員に対し、
研修内容等の情報共有を図った。

・久喜市独自のＤＶ相談対応マニュ
アルを基に、被害者からの聞き取りや
助言等について共通認識を図った。

◎ ◎ ◎ ◎

担当職員の外部研修の
受講及びその他の職員
への情報共有により、相
談対応職員の資質の向
上が図られた。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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★施策の方向　　①被害者のための相談・支援体制の充実

A B C
対応
策

評
価

その理由

人権推進
課

・各地区の民生委員・児童委員の定
例会においてＤＶ被害者支援に関す
る情報を提供する。
・相談事業の周知を図る。

有

・民生委員・児童委員の定例会にお
いて相談事業に関する情報を提供し
た。
・「令和7年度久喜市配偶者等から
の暴力の防止及び被害者支援対策
連絡会議」で関係者と（民生委員・児
童委員を含む）意見交換を行った。
　実施日：1月9日（金）
　場所：久喜市役所4階　大会議室
　出席：外部機関9人、庁内関係課
27人

◎ ◎ ◎ ◎

民生委員・児童委員に
チラシを配布して情報提
供しただけでなく、「久喜
市配偶者等からの暴力
の防止及び被害者支援
対策連絡会議」で情報
提供・意見交換を行うこ
とができた。

社会福祉
課

・毎月開催される民生委員・児童委
員の各地区定例会（１３地区）におい
て、相談事業の周知を図る。
・民生委員・児童委員協議会の会長
等に市内外の関係機関との連絡会議
や研修会へ出席していただき、情報
共有等を図る。

有

・久喜市配偶者等からの暴力の防止
及び被害者支援対策連絡会議委員
に民生委員・児童委員から推薦し、
会議に出席をしてもらっている。そこ
での情報を連絡会で報告し、その
後、各地区定例会において相談事
業の実施や報告内容の情報共有を
した。

〇 ◎ 〇 〇

会議内容の報告を受け
て、地域で相談を受けた
場合、関係機関につな
げる体制を整えることが
できた。

人権推進
課

・多言語によるＤＶ被害者支援に関す
るリーフレットを庁舎内に配架する。
・市ホームページに外部リンクを掲載
し、市民に広く情報提供する。 有

・多言語に対応している相談先のリー
フレットを本庁舎1階ロビーに配架し
た。

・市ホームページに他機関の該当
ページを掲載した。

◎ ◎ ◎ 〇

DV被害者で日本語が不
自由な方など、必要な
方が情報を得やすいよう
広く情報提供できた。

市民課
(総合窓
口)

・住民基本台帳における支援措置申
出書について外国語版を用いて、外
国人被害者へ情報提供を図る。 有

住民基本台帳における支援措置申
出書について外国語版を作成済。
英語・韓国語・中国語（簡体字・繁体
字）・スペイン語・ポルトガル語の６言
語

◎ 〇 〇 〇

日本語を理解できない
外国人住民への支援と
なった。

35105 外国人向けの
ＤＶに関する情
報の提供

・外国語によるＤＶ支援のリーフレット
等を配架し、外国人被害者への支援
の充実を図る。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課 令和７年度実施計画
令和７年度
目標値

・ＤＶに関する実態の把握や被害者か
ら相談を受けた場合の対応方法（関
係機関との連携など）について、情報
提供や意見交換を行う。

民生委員・児
童委員等を対
象とした意見
交換会等の実
施

35104

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要

男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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★施策の方向　　②関係機関との連携強化

A B C
対応
策

評
価

その理由

35201 配偶者等から
の暴力の防止
及び被害者支
援対策連絡会
議の充実

・配偶者等からの暴力の防止及び被
害者支援対策連絡会議を開催し、関
係機関相互の連携の強化、情報の共
有、被害者支援の取組みの強化など
を図る。

人権推進
課

・配偶者等からの暴力の防止及び被
害者支援対策連絡会議を開催する。

有

・配偶者等からの暴力の防止及び被
害者支援対策連絡会議を開催した。
【№35104参照】

◎ ◎ ◎ ◎

警察、民生委員、人権
擁護委員等の外部機関
と意見交換を行い、連携
強化を図ることができ
た。

人権推進
課

・庁内関係課と連携を図るため、配偶
者等からの暴力の防止及び被害者支
援対策に係る庁内連絡会議を開催す
る。
・要保護児童対策地域協議会におい
て、DVの影響を受けた子の情報共有
と支援調整を図る。 有

・令和7年度配偶者等からの暴力の
防止及び被害者支援対策に係る庁
内担当者研修会
　開催日：4月23日（水）
　場所：久喜市役所4階　大会議室
・令和7年度配偶者等からの暴力の
防止及び被害者支援対策に係る庁
内担当者連絡会議
　開催日：8月1日（金）
　場所：久喜市役所４階　大会議室
・要保護児童対策地域協議会に出
席し、対象者の様子について確認し
た。

◎ ◎ ◎ ◎

ＤＶ被害者に対する支援
体制及び連携について、
関係課と会議を行い、周
知を図ることができた。

こども家
庭保健課

・相談受理票やリスクアセスメントシー
トの活用により、相談の主訴・緊急性
の判断、相談への適切な対応を行う。

有

相談シートの活用により、相談の主
訴・緊急性の判断、相談への適切な
対応を行った。

〇 〇 〇 〇

必要な支援の判断がで
き、他機関との連携が図
られた。
相談者が関係機関の窓
口ごとに事情等説明する
負担を軽減することがで
きた。

目指す姿Ⅲ　すべての人が安心・安全に暮らせるまちづくり

実施 割合（％）

39.1%

60.9%

0.0%

無 0.0%

合計 100%

実施 割合（％）

53.6%

45.7%

0.7%

無 0.0%

合計 100%

0

140

0

46

令和7年度事業全体における達成度

目標達成度 事業数

有

◎（十分にできた・十分な成果をあげた） 75

◯（ある程度できた・ある程度成果をあげた） 64

△（どちらかというとできなかった・事業の対象や手法の見直しが必要） 1

目標達成度 事業数

有

◎（十分にできた・十分な成果をあげた） 18

◯（ある程度できた・ある程度成果をあげた） 28

△（どちらかというとできなかった・事業の対象や手法の見直しが必要） 0

令和７年度実施推進状況 令和７年度評価

実
施

実施状況の概要
令和７年度実施計画

令和７年度
目標値

35202 被害者への総
合的支援の整
備

・ＤＶ被害者の状況を的確に把握し、
適切な支援を行うため、庁内関係課
間での連携に努め、被害者への総合
的支援の整備を図る。

取組み
NO

取組み名 取組み内容 所管課
男女共同参画への配慮 ★施策の方向の達成度
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